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一
　
研
究
の
意
義

　
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
加
え
、
近
年
の
経
済
不
況
に
よ
り
、
刑
事
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
後
も
社
会
の
中
で
一
定
の
保
護
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
す
る
犯
罪
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
内
処
遇
又
は
中
間
処
遇
と
し
て
の
更
生
保
護
事
業
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
。

更
生
保
護
事
業
は
、
自
活
能
力
を
欠
く
犯
罪
者
に
と
っ
て
、
そ
の
社
会
復
帰
を
左
右
す
る
生
命
線
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
し
か
し
、
我
が
国
の
更
生
保
護
事
業
を
担
う
更
生
保
護
施
設
の
多
く
は
小
規
模
で
運
営
基
盤
も
弱
く
、
事
業
も
宿
泊
提
供
と
就

労
支
援
に
留
ま
り
積
極
的
な
処
遇
施
設
へ
と
踏
み
出
せ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
ー
タ
ル
・
プ
ラ
ン
の
一
環
と
し
て
の
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
始
ま
り
、
現
在
は
、
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
開
発
と
職
員
養
成
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
更
生
保
護
事
業
の
在
り
方
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
司
法
制
度
や
福
祉
制
度
を
始
め
、
犯
罪
情
勢
や
社
会
事
情
な

ど
諸
々
の
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
独
自
の
内
容
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
様
々
な
施
策
や
工
夫
を
重
ね
て

い
る
海
外
の
制
度
を
参
照
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
韓
国
の
更
生
保
護
事
業
は
、
戦
前
、
日
本
の
免
囚
保
護
事
業
と
密

接
な
関
わ
り
の
中
で
出
発
し
な
が
ら
も
、
戦
後
は
独
自
の
立
法
と
改
革
を
通
じ
て
、
日
本
の
更
生
保
護
会
が
辿
っ
た
軌
跡
と
は
異
な

る
方
向
へ
変
化
を
遂
げ
る
と
と
も
に
、
社
会
内
処
遇
の
一
環
と
し
て
大
き
く
発
展
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
け

る
更
生
保
護
事
業
の
将
来
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
起
源
を
も
つ
制
度
が
ど
の
よ
う
に

変
化
・
発
展
し
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
か
を
知
る
と
と
も
に
、
現
在
抱
え
る
問
題
や
課
題
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
背
景
や
制
度
的
素
地
の
全
く
異
な
る
国
の
制
度
を
比
較
す
る
よ
り
も
遙
か
に

意
義
深
く
、
刑
事
政
策
的
に
も
有
用
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
の
刑
事
司
法
を
研
究
す
る
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
に
お
い
て
で
さ
え
更
生
保
護
事
業
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
ず
、
外
部
機
関
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
る
実
態
調
査
も
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
五
月
ま
で
の
間
に
韓
国
に
所
在
す
る
更

2



生
保
護
公
団
本
部
並
び
に
一
七
の
支
部
・
出
張
所
の
う
ち
一
四
の
施
設
と
、
公
団
に
属
さ
な
い
更
生
保
護
団
体
の
な
か
で
最
大
規
模

の
事
業
を
誇
る
社
団
法
人
タ
マ
ン
宣
教
会
の
訪
問
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
韓
国
の
更
生
保
護
事

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

業
の
現
状
を
分
析
し
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
刑
事
政
策
的
意
義
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
韓
国
で
は
更
生
保
護
と
い
う
概
念
を
更
生
保
護
事
業
と
し
て
の
活
動
に
限
定
し
て
用
い
、
我
が
国
の
よ
う
に
保
護
観
察
を

含
め
た
社
会
内
処
遇
全
般
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
注
意
を
要
す
る
。
本
稿
で
も
単
に
更
生
保
護
と
言

っ
た
場
合
、
更
生
保
護
の
事
業
又
は
措
置
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

韓国における更生保護事業の特色と刑事政策的意義←）

二
　
歴
史
的
沿
革

　
韓
国
の
更
生
保
護
事
業
は
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
正
確
に
把
握
せ
ず
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
ほ
ど
、
過
去
の
変
革
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
状
分
析
に
入
る
前
に
、
韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
の
歴

史
的
沿
革
を
や
や
詳
細
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
更
生
保
護
事
業
の
展
開
を
以
下
の
五
つ
の
時
代
に
区
分
し
て
、
そ
の

変
遷
を
辿
っ
て
い
く
の
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

54321
免
囚
保
護
事
業
時
代
（
一
九
一
〇
年
～
一
九
四
一
年
）

朝
鮮
司
法
保
護
事
業
令
時
代
（
一
九
四
二
年
～
一
九
六
〇
年
）

更
生
保
護
法
時
代
・
前
期
（
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
）

更
生
保
護
法
時
代
・
後
期
（
一
九
八
○
年
代
・
九
〇
年
代
）

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
時
代
（
一
九
九
五
年
～
現
在
）

3
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一
九
九
五
年
以
降
は
現
行
の
制
度
で
あ
り
、
本
稿
の
第
三
章
以
下
で
詳
し
く
分
析
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
本
章
で
は
、
免
囚
保

護
事
業
の
創
設
期
か
ら
更
生
保
護
法
の
時
代
ま
で
を
中
心
に
更
生
保
護
事
業
の
歴
史
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
特
に
、
朝
鮮
司

法
保
護
事
業
令
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
及
び
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
関
係
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
そ
の
歴
史
の
一
端
を
瞥

見
す
る
こ
と
に
す
る
。

1
　
免
囚
保
護
事
業
時
代
（
一
九
一
〇
年
～
一
九
四
一
年
）

　
韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
の
歴
史
は
、
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
日
本
の
植
民
地
支
配
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
日
本
政
府

に
よ
る
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
た
一
九
一
〇
年
、
京
城
（
現
在
の
ソ
ウ
ル
）
監
獄
仁
川
分
監
の
教
講
活
動
に
従
事
し
て
い
た
浄
土
宗
僧

侶
の
大
島
元
端
が
独
力
で
釈
放
者
の
た
め
の
保
護
施
設
を
設
け
て
事
業
を
開
始
し
た
の
が
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
の
濫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

膓
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
設
け
ら
れ
た
施
設
が
仁
川
救
護
院
で
あ
る
。
翌
二
年
に
は
光
州
と
清
州
に
、
更
に
一
二
年
に
は
京
城
、

春
川
、
大
郎
、
釜
山
、
群
山
な
ど
で
保
護
会
が
順
次
設
立
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
保
護
団
体
は
監
獄
（
以
下
、
刑
務
所
と
称
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
職
員
規
約
に
基
づ
き
、
典
獄
（
以
下
、
刑
務
所
長
と
称
す
る
）
を
代
表
と
し
、
民
問
篤
志
家
の
協
力
を
得
て
発
足
し
た
と
さ
れ
、
一

九
二
五
年
当
時
で
も
、
団
体
の
大
半
が
予
算
不
足
か
ら
専
任
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
刑
務
所
の
職
員
が
公
務
の
傍
ら
事
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

事
務
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
当
時
の
刑
務
所
は
、
一
九
〇
九
年
に
韓
国
統
監
府
が
、
そ
し
て
一
九
一
〇
年
か
ら
朝
鮮
総
督
府
が
管

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

掌
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
は
日
本
の
植
民
地
支
配
と
い
う
不
幸
な
歴
史
的
事
実
の
な
か
で
出
発

し
た
こ
と
に
な
る
。

　
当
時
、
更
生
保
護
事
業
は
一
般
に
免
囚
保
護
事
業
又
は
釈
放
者
保
護
事
業
と
呼
ば
れ
た
が
、
各
団
体
の
名
称
は
、
保
護
会
を
始
め
、

救
護
院
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
一
年
の
刑
務
所
出
所
者
五
、
五
六
七
名
（
釈
放
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

刑
の
執
行
停
止
者
）
の
う
ち
四
四
八
名
に
対
し
釈
放
時
保
護
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
釈
放
者
保
護
は
、
刑
務
所
、

4
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警
察
署
、
保
護
会
、
社
会
事
業
団
体
、
篤
志
家
な
ど
に
よ
る
保
護
活
動
全
体
を
指
し
て
お
り
、
同
資
料
に
は
保
護
会
に
よ
る
交
通

費
・
衣
類
・
通
信
費
の
支
給
は
僅
か
三
三
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
身
元
引
受
は
社
会
事
業
団
体
の
総

数
で
も
一
四
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
保
護
実
績
は
徐
々
に
増
加
し
、
一
九
一
六
年
の
統

計
で
は
、
釈
放
時
保
護
人
員
四
、
三
〇
二
名
中
、
保
護
会
等
へ
の
引
渡
一
六
八
名
、
保
護
会
に
よ
る
交
通
費
・
衣
類
・
通
信
費
等
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

給
六
四
三
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
年
度
の
統
計
か
ら
は
免
囚
保
護
事
業
の
統
計
が
独
立
し
て
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
免
囚
保
護
団
体
は
、
京
城
救
護
会
、
仁
川
救
護
院
、
公
州
慣
業
院
、
忠
北
有
隣
会
、
鎮
南
浦
奨
善
院
、
大

邸
常
成
会
、
釜
山
保
護
園
、
晋
州
扶
抜
舘
の
ほ
か
、
春
川
・
威
興
・
元
山
・
清
津
・
平
壌
・
平
北
・
海
州
・
馬
山
・
光
州
・
木
浦
・

全
州
・
群
山
保
護
会
の
二
〇
団
体
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
績
も
、
一
九
一
六
年
の
新
規
継
続
保
護
人
員
が
二
四
一

名
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
時
的
保
護
は
、
職
業
紹
介
二
九
名
、
衣
類
・
旅
費
の
支
給
九
六
五
名
、
療
養
・
宿
泊
一
三
六
名
、
職
業
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

具
等
支
給
三
七
四
名
、
そ
の
他
三
〇
五
名
の
一
、
八
〇
九
名
と
な
っ
て
い
る
。
釈
放
者
保
護
の
統
計
と
免
囚
保
護
事
業
の
統
計
に
齪

齪
が
見
ら
れ
る
の
は
、
前
者
が
刑
務
所
側
の
統
計
で
あ
り
、
後
者
が
保
護
会
側
の
統
計
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
そ
の
後
、
保
護
団
体
は
増
減
を
繰
り
返
し
、
一
九
二
九
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
は
二
七
の
団
体
を
数
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

一
九
三
五
年
の
時
点
で
は
、
京
城
救
護
会
・
開
城
大
成
会
（
京
畿
道
）
、
清
津
濟
成
会
（
威
鏡
北
道
）
、
威
興
博
仁
会
・
元
山
陽
報
会

（
威
鏡
南
道
）
、
新
義
州
自
制
会
（
平
安
北
道
）
、
平
壌
有
恒
会
・
鎮
南
浦
奨
善
院
（
平
安
南
道
）
、
金
山
浦
善
隣
会
・
海
州
濟
美
会
・
瑞

興
保
全
会
（
黄
海
道
）
、
春
川
同
胞
会
（
江
原
道
）
、
忠
北
有
隣
会
（
忠
清
北
道
）
、
公
州
慣
業
院
・
大
田
自
彊
会
（
忠
清
南
道
）
、
安
東

辛
酉
博
愛
会
・
大
邸
常
成
会
・
金
泉
尚
善
会
（
慶
尚
北
道
）
、
釜
山
輔
成
会
・
馬
山
更
生
会
・
晋
州
扶
抜
舘
（
慶
尚
南
道
）
、
光
州
有

隣
会
・
木
浦
成
美
会
・
濟
州
成
美
会
（
全
羅
南
道
）
、
群
山
誠
之
会
・
全
州
有
終
会
（
全
羅
北
道
）
の
二
六
団
体
が
活
動
を
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

（
道
名
・
地
名
は
当
時
の
も
の
）
。
開
城
、
清
津
、
威
興
、
元
山
、
新
義
州
、
平
壌
、
鎮
南
浦
、
金
山
浦
、
海
州
、
瑞
興
は
、
現
在
の

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
地
に
当
た
る
。
ま
た
、
保
護
団
体
の
う
ち
、
元
山
、
鎮
南
浦
、
金
山
浦
、
瑞
興
、
安
東
、
馬
山
、
晋

5
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州
、
濟
州
を
除
く
一
八
団
体
が
財
団
法
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
主
管
の
氏
名
か
ら
判
断
す
る
限
り
で
は
、
二
六
団
体
の
う
ち
、
開
城
、

大
田
、
忠
北
、
海
州
、
瑞
興
、
安
東
、
全
州
の
七
団
体
を
除
く
一
九
団
体
が
日
本
内
地
の
出
身
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
保
護
団
体
は
道
知
事
を
会
長
と
し
、
内
務
部
長
、
警
察
部
長
、
裁
判
所
長
、
刑
務
所
長
、
検
事
な
ど
を
理
事
に
嘱
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
公
的
な
組
織
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
当
時
、
保
護
事
業
の
対
象
は
刑
務
所
か
ら
満
期
出
獄
や
仮
出
獄
し
た
者
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
刑
の
執
行
猶
予

や
起
訴
猶
予
、
訓
戒
放
免
の
処
分
を
受
け
た
者
も
事
業
の
対
象
と
さ
れ
、
刑
務
所
、
検
事
局
、
警
察
署
か
ら
の
依
頼
や
本
人
か
ら
の

申
請
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
〇
年
頃
に
は
既
に
免
囚
保
護
や
釈
放
者
保
護
に
代
え
て
司
法
保
護
の
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
事
業
の
内
容
は
一
時
的
保
護
と
継
続
保
護
に
大
別
さ
れ
、
一
時
的
保
護
は
、
帰
住
旅
費
・
衣

類
そ
の
他
金
品
の
給
・
貸
与
や
職
業
紹
介
・
開
業
助
成
な
ど
を
行
う
の
に
対
し
、
継
続
保
護
は
、
保
護
団
体
の
施
設
に
宿
泊
さ
せ
な

が
ら
内
外
に
お
い
て
就
労
に
従
事
す
る
直
接
保
護
と
、
社
会
で
生
活
し
な
が
ら
、
訪
問
や
通
信
な
ど
の
方
法
で
職
業
紹
介
や
開
業
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

成
な
ど
を
行
う
間
接
保
護
か
ら
成
っ
て
い
た
（
図
1
）
。
こ
の
う
ち
の
間
接
保
護
は
、
後
の
観
察
保
護
制
度
を
通
じ
て
、
保
護
観
察

制
度
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
刑
務
所
か
ら
の
年
間
釈
放
人
員
（
刑
事
被
告
人
を
含
む
）
が
二
万
人
台
の

時
代
に
あ
っ
て
、
保
護
団
体
に
よ
る
保
護
人
員
は
、
一
時
的
保
護
と
継
続
保
護
を
含
め
る
と
、
一
万
数
千
人
規
模
に
及
ん
で
い
た
と

　
　
　
（
1
9
）

さ
れ
（
表
1
）
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
保
護
団
体
に
よ
る
釈
放
者
保
護
事
業
が
既
に
相
当
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ま
た
、
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
で
も
、
一
九
三
八
年
で
約
一
万
六
、
○
○
○
人
の
者
が
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
表
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
保
護
人
員
の
増
加
の
た
め
、
保
護
団
体
の
財
政
事
情
は
厳
し
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
三

年
五
月
に
は
早
く
も
免
囚
保
護
事
業
補
助
金
制
度
が
創
設
さ
れ
、
当
初
は
年
間
五
、
O
O
O
円
が
交
付
さ
れ
、
一
九
四
〇
年
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

年
問
六
万
三
、
二
二
二
円
に
増
額
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
三
四
年
に
お
け
る
保
護
団
体
全
体
の
会
計
状
況
を
見
る
と
、
収
入
総
額
一

六
万
四
、
三
九
四
円
の
う
ち
補
助
金
は
一
二
・
六
％
の
二
万
六
九
一
円
に
止
ま
っ
て
お
り
、
会
費
や
寄
付
金
も
八
％
の
一
万
三
、
二

6
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1935年当時の司法保護事業図1

会護保

一時的保護継続保護

帰
住
旅
費
・
衣
類
そ
の
他
金
品
の
給
・
貸
与

途
中
保
護
・
乗
車
乗
船
の
保
護
・
帰
住
地
送
届

乗
車
・
乗
船
運
賃
割
引
の
交
渉
及
び
手
続

送
金
保
護
・
引
受
人
呼
寄

家
庭
・
近
隣
・
被
害
者
と
の
融
和

職
業
紹
介
・
開
業
助
成

治
療
斡
旋

一
時
宿
泊
・
食
事
の
給
与

間
接
保
護
ー
会
外
居
住

犠
－
収
塵
羅
響
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
断
退
場
・
逃
亡
・
死
亡
等
）

訪
間
・
通
信

官
公
署
・
雇
用
主
等
へ
の
保

護
依
頼

職
業
紹
介
・
開
業
助
成

小
資
本
・
生
活
費
の
立
替

素
行
・
労
働
・
交
際
・
生
計

に
対
す
る
観
察
・
指
導

婚
姻
仲
介

定
期
審
査

臨
時
審
査

保
護
解
除

（
保
護
不
要
）

資料＝朝鮮総督府法務局行刑課『司法保護事業に就て』（1935）。
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単位＝名
表1　司法保護事業の状況（1930年代前半）

年度 釈放人員 保護人員 比率

1930 30，134 9，811 32．6％

1931 26，306 12，122 46．1％

1932 26，991 11，726 43．4％

1933 25，370 12，720 50．1％

1934 23，538 13，527 57．5％

資料：朝鮮総督府法務局行刑課『司法保護事業に就て』（1935）。

注1＝釈放人員には受刑者と刑事被告人を含む。

注2：1934年の釈放人員中、受刑者は18，553名で刑事被告人は4，985名である。

単位＝名
表2　司法保護事業の状況（1938年）

総計

直接保護 間接保護

計 会内就業 会外就業 就業不能 計 独立生計
他家に

雇われ中

その他

寄食中

15，599

（678）

876（44） 242（16） 598（26） 36（2） 2，382（62） 1，564（21） 463（13） 355（28）

一時的保護

計 職業紹介
衣類・旅

費支給

療養・

宿泊

職業その他用

物品支給

親族等の

下迄同伴

停車場等

迄同伴
その他

12，341（572） 401（31） 2，092（174） 734（92） 104（一） 471（25） 5，359（137） 3，180（113）

資料：朝鮮総督府編『昭和13年朝鮮総督府統計年報』（1940）。

注：括弧内は女性の数。

〇
一
円
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
各
保
護
団

体
に
お
い
て
は
対
象
者
を
利
用
し
て
種
々
の
作

業
を
経
営
し
、
事
業
収
入
を
も
っ
て
予
算
に
当

て
る
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
一
九
三
四
年
に
は

事
業
収
入
が
収
入
総
額
の
約
半
分
に
も
及
ん
で

い
た
。

　
一
九
三
六
年
、
日
本
に
お
い
て
思
想
犯
保
護

観
察
法
が
公
布
・
施
行
さ
れ
る
と
、
そ
の
条
項

の
一
部
を
除
外
し
た
も
の
が
朝
鮮
思
想
犯
保
護

観
察
令
（
一
九
三
六
年
制
令
第
一
六
号
）
と
し
て

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
施
行
さ
れ
、
京
城
、
威

興
、
清
津
、
平
壌
、
新
義
州
、
大
邸
、
光
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

七
箇
所
に
保
護
観
察
所
が
設
置
さ
れ
た
。
思
想

犯
保
護
司
の
制
度
も
導
入
さ
れ
た
が
、
保
護
団

体
も
一
般
の
保
護
対
象
と
並
ん
で
、
思
想
犯
の

保
護
観
察
の
一
端
を
担
う
結
果
と
な
っ
た
。

8
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2
　
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
令
時
代
（
一
九
四
二
年
～
一
九
六
〇
年
）

　
日
本
で
司
法
保
護
事
業
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
三
年
後
の
一
九
四
二
年
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
り
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
令
（
制
令
第

九
号
）
お
よ
び
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
令
（
勅
令
第
一
九
三
号
）
が
制
定
・
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
司
法
保

護
事
業
に
初
め
て
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
司
法
保
護
事
業
が
認
可
制
と
な
り
（
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
令
第
三
条
）
、
政

府
（
朝
鮮
総
督
）
の
監
督
・
指
示
（
第
四
条
）
や
奨
励
金
（
第
七
条
）
も
法
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
司
法
保
護
事
業
の
対
象
者
も
、
起

訴
猶
予
者
、
刑
の
執
行
猶
予
者
・
執
行
停
止
者
・
執
行
免
除
者
・
執
行
終
了
者
、
仮
出
獄
中
の
者
、
保
護
処
分
少
年
（
朝
鮮
少
年
令

に
拠
る
）
に
定
め
ら
れ
た
（
第
一
条
）
。

　
司
法
保
護
事
業
の
目
的
は
、
「
性
格
ノ
陶
冶
、
生
業
ノ
助
成
其
ノ
他
適
當
ノ
庭
置
」
に
よ
っ
て
「
本
人
ガ
更
二
罪
ヲ
犯
ス
ノ
危
険

防
止
シ
之
ヲ
シ
テ
進
ン
デ
臣
民
ノ
本
分
ヲ
恪
守
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
で
あ
り
（
第
二
条
）
、
具
体
的
に
は
「
本
人
ノ
性
格
ノ
陶
冶
及
生

活
ノ
安
定
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
「
性
格
ノ
陶
冶
」
は
、
心
身
の
鍛
練
に
よ
る
性
情
の
改
善
と
徳
性
の
滴
養
を
な

し
、
「
生
活
ノ
安
定
」
は
環
境
の
調
整
、
生
活
の
扶
助
及
び
生
業
の
助
成
を
行
う
も
の
で
あ
る
（
朝
鮮
司
法
保
護
規
則
第
二
条
）
。
な

お
、
環
境
の
調
整
は
「
本
人
ヲ
親
族
其
ノ
他
保
護
者
、
隣
保
及
被
害
者
ト
融
和
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
依
リ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
」
と
さ
れ
て

お
り
（
同
第
三
条
一
項
）
、
犯
罪
被
害
者
と
の
調
停
・
和
解
が
司
法
保
護
事
業
の
一
環
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
被
害
者
学
的
見
地
か
ら

興
味
深
い
。

　
保
護
の
種
類
に
は
、
対
象
者
に
帰
住
先
が
な
い
場
合
そ
の
他
保
護
上
特
に
必
要
あ
る
場
合
に
一
定
の
施
設
に
収
容
し
、
教
育
、
授

産
そ
の
他
社
会
生
活
に
必
要
な
訓
練
を
施
す
な
ど
継
続
し
て
輔
導
を
行
う
収
容
保
護
、
一
定
の
住
居
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
住
居
に

居
住
さ
せ
な
が
ら
、
面
接
、
通
信
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
継
続
し
て
輔
導
を
行
う
観
察
保
護
、
応
急
の
保
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

合
に
、
帰
住
の
斡
旋
、
金
品
の
給
・
貸
与
等
の
方
法
に
よ
り
一
時
的
に
輔
導
を
行
う
一
時
保
護
の
三
つ
が
あ
っ
た
（
同
第
五
条
乃
至

第
九
条
）
。
こ
の
う
ち
、
認
可
を
受
け
た
司
法
保
護
団
体
が
収
容
保
護
と
一
時
保
護
を
担
当
し
、
観
察
保
護
は
後
述
す
る
司
法
保
護

9
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委
員
が
担
う
も
の
と
さ
れ
た
（
同
第
一
〇
条
）
。

　
司
法
保
護
団
体
は
、
概
念
上
、
保
護
事
業
を
行
う
直
接
保
護
団
体
と
、
保
護
事
業
に
関
し
直
接
保
護
団
体
の
指
導
・
連
絡
・
助
成

を
行
う
指
導
助
成
団
体
に
分
か
れ
、
直
接
保
護
団
体
は
更
に
成
人
対
象
者
の
保
護
を
行
う
一
般
保
護
団
体
、
少
年
対
象
者
に
対
す
る

保
護
を
行
う
少
年
保
護
団
体
、
そ
れ
に
朝
鮮
思
想
犯
保
護
観
察
令
に
よ
る
保
護
観
察
対
象
者
に
対
す
る
保
護
を
行
う
思
想
保
護
団
体

に
区
分
さ
れ
た
（
同
第
一
四
条
乃
至
第
一
五
条
、
第
二
一
二
条
）
。
司
法
保
護
団
体
は
、
実
際
に
は
司
法
保
護
会
と
称
せ
ら
れ
、
当
時
の

設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
直
接
保
護
団
体
が
京
城
、
光
州
、
釜
山
、
清
州
、
全
州
と
い
っ
た
地
方
検
察
庁
毎
に
一
七
団
体
が
、
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

助
成
団
体
と
し
て
の
司
法
保
護
事
業
助
成
会
が
京
城
、
大
邸
、
光
州
の
三
箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
戦
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

中
の
こ
と
で
も
あ
り
、
詳
し
い
設
置
状
況
や
運
用
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
他
方
、
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
令
に
よ
り
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
の
制
度
が
設
け
ら
れ
（
以
下
、
単
に
司
法
保
護
委
員
と
い
う
）
、
朝
鮮

総
督
が
選
任
・
監
督
す
る
司
法
保
護
委
員
が
、
面
接
や
通
信
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
司
法
保
護
対
象
者
の
性
行
や
境
遇
を
調
査
す
る

と
と
も
に
、
性
格
の
矯
正
や
生
活
の
安
定
を
図
る
観
察
保
護
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
令
第
二
条
）
。
当
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

司
法
保
護
委
員
の
定
員
は
三
、
○
○
○
余
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
司
法
保
護
委
員
は
保
護
区
と
呼
ば
れ
る
管
轄
地
域
に
お
い
て
職

務
に
あ
た
っ
た
が
（
同
第
四
条
）
、
保
護
区
毎
に
区
司
法
保
護
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
司
法
保
護
委
員
の
担
当
区
域
や
保
護
担
当
者

の
決
定
、
保
護
の
解
除
な
ど
の
業
務
に
当
た
っ
て
い
た
（
朝
鮮
司
法
保
護
規
則
第
二
九
条
・
第
三
一
二
条
）
。
さ
ら
に
、
地
方
法
院
管
轄

毎
に
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
会
が
置
か
れ
、
保
護
の
通
知
、
司
法
保
護
委
員
の
指
導
や
研
修
、
区
司
法
保
護
委
員
会
の
連
絡
そ
の
他
の

業
務
を
行
っ
て
い
た
（
朝
鮮
司
法
保
護
委
員
令
第
五
条
・
第
六
条
）
。
会
長
は
地
方
法
院
検
事
局
の
検
事
正
が
兼
務
し
、
委
員
は
管
轄

内
の
司
法
保
護
委
員
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
た
。
周
知
の
通
り
、
司
法
保
護
委
員
は
我
が
国
の
保
護
司
の
前
身
で
あ
る
が
、
韓
国

で
は
更
生
保
護
委
員
を
経
て
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
司
法
保
護
は
、
起
訴
猶
予
者
と
執
行
猶
予
者
は
検
事
が
、
刑
の
執
行
停
止
者
・
執
行
免
除
者
・
執
行
終
了
者
と
仮
出
獄
中
の
者
は

10
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単位：名
表3－1　司法保護会の活動状況：収容保護（1957年）

収容保護人員 収容保護解除人員 年末収容

保護人員

延べ収容

保護人員繰越人員 新規人員 計 保護者引渡 帰住 入営 無断退去 再犯 死亡 その他 計

310 1，101 1，411 96 970 15 39 8 8 48 1，184 227 81，339

単位：名
表3－II　司法保護会の活動状況＝一時保護（1957年）

実人員
取扱件数

旅費支給被服支給斡旋紹介 給食 起業助成一時宿泊 その他 環境調整 計

5，122 3，362　1，175　404 3，586 99 2，162 1，149 906 12，843

資料：唱早￥『唱早叫刈望714290』（1958）。

注　：但し、資料によると、水原司法保護会は、同年度、収容保護の実績がなく、一時保護のみと

　　　なっている。

刑
務
所
長
が
、
一
時
保
護
・
収
容
保
護
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
司
法
保
護
団
体
へ

通
知
し
、
観
察
保
護
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
司
法
保
護
委
員
会
へ
通
知
す
る
こ
と

に
よ
り
開
始
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
た
（
朝
鮮
司
法
保
護
規
則
第
四
六
条
・
第
五
五

条
）
。
し
か
し
、
当
時
の
司
法
保
護
団
体
や
司
法
保
護
委
員
の
体
制
に
は
限
り
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
令
や
司
法
保
護
委
員
令
が
施
行
さ
れ
た

一
九
四
二
年
の
八
月
二
六
日
付
の
法
務
局
長
通
牒
に
よ
り
、
改
俊
の
情
が
あ
り
、

保
護
の
効
果
が
確
実
に
期
待
で
き
る
者
と
い
っ
た
保
護
の
要
件
が
定
め
ら
れ
、
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

法
保
護
の
対
象
に
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
に
よ
り
日
本
の
植
民
地
支
配
が
終
わ
っ
た
後
も
植
民

地
立
法
た
る
司
法
保
護
事
業
令
や
司
法
保
護
委
員
令
が
適
用
さ
れ
、
司
法
保
護
団

体
は
財
団
法
人
と
し
て
事
業
を
継
続
し
た
が
、
間
も
な
く
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇

年
～
一
九
五
三
年
）
に
よ
り
事
業
は
中
断
さ
れ
、
司
法
保
護
団
体
の
施
設
も
多
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

な
被
害
を
被
る
結
果
と
な
っ
た
。
休
戦
成
立
後
、
国
庫
補
助
金
に
よ
り
朝
鮮
戦
争

で
破
壊
さ
れ
た
施
設
の
復
旧
が
進
め
ら
れ
る
一
方
、
授
産
場
や
農
業
地
な
ど
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

設
や
拡
張
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
五
七
年
の
時
点
で
ソ
ウ
ル
、
仁
川
、
水
原
、

春
川
、
清
州
、
大
田
、
光
州
、
大
郎
、
金
泉
、
安
東
、
釜
山
、
馬
山
、
晋
州
、
全

州
、
群
山
、
光
州
、
木
浦
に
一
七
の
司
法
保
護
会
が
置
か
れ
、
司
法
保
護
委
員
会

は
ソ
ウ
ル
、
大
田
、
大
郎
、
釜
山
、
春
川
の
各
地
方
検
察
庁
内
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

当
時
の
一
時
保
護
及
び
収
容
保
護
の
実
績
は
表
3
の
通
り
で
あ
る
。
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3
　
更
生
保
護
法
時
代
・
前
期
（
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
）

　
朝
鮮
戦
争
後
、
韓
国
の
社
会
構
造
や
地
域
情
勢
に
応
じ
た
更
生
保
護
事
業
を
確
立
し
、
事
業
の
活
性
化
を
図
る
必
要
か
ら
関
連
法

制
定
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
朴
正
煕
大
統
領
に
よ
る
軍
事
革
命
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
旧
法
令
整
備
政
策
の
一
環
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

し
て
、
一
九
六
一
年
九
月
三
〇
日
に
更
生
保
護
法
（
法
律
第
七
三
〇
号
）
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
韓
国
政
府
の
手
に
よ

る
初
の
更
生
保
護
事
業
立
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
司
法
保
護
会
や
司
法
保
護
委
員
会
が
解
散
と
な
り
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
各

道
に
八
つ
の
更
生
保
護
会
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
同
法
は
、
就
労
に
よ
る
自
活
独
立
を
更
生
保
護
事
業
の
基
本
路
線
と
し
（
第

四
条
）
、
企
業
主
へ
の
雇
用
依
頼
（
第
一
五
条
）
、
雇
用
主
に
対
す
る
身
元
保
証
（
第
一
六
条
）
、
雇
用
主
に
よ
る
保
証
金
積
立
（
第
一

七
条
・
第
一
八
条
）
、
差
別
待
遇
の
禁
止
・
同
一
職
分
同
一
条
件
の
原
則
（
第
一
八
条
）
な
ど
更
生
保
護
対
象
者
の
雇
用
促
進
を
図
る

た
め
の
方
策
を
導
入
し
た
ほ
か
、
国
民
の
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
協
力
義
務
に
つ
い
て
も
定
め
を
置
い
て
い
た
（
第
二
条
）
。

　
保
護
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
司
法
保
護
事
業
令
で
対
象
と
さ
れ
て
い
た
刑
の
執
行
停
止
者
と
保
護
処
分
少
年
が
外
れ
る
一
方
、

宣
告
猶
予
者
が
加
わ
り
（
第
一
条
）
、
業
務
内
容
と
し
て
は
、
就
業
斡
旋
・
職
業
輔
導
や
短
期
宿
泊
な
ど
の
直
接
保
護
と
共
に
、
思

想
犯
を
含
む
再
犯
の
可
能
性
の
高
い
対
象
者
に
対
す
る
観
察
保
護
の
制
度
が
維
持
さ
れ
、
共
に
更
生
保
護
会
の
業
務
と
さ
れ
た
（
第

五
条
）
。
し
か
し
、
更
生
保
護
会
は
専
ら
更
生
保
護
事
業
の
行
政
事
務
を
担
当
し
、
実
際
の
保
護
業
務
は
更
生
保
護
会
の
下
に
設
置

さ
れ
る
更
生
保
護
所
が
担
当
し
て
い
た
（
第
二
条
）
。
更
生
保
護
所
は
一
七
箇
所
の
刑
務
所
所
在
地
に
置
か
れ
、
こ
の
う
ち
一
級

保
護
所
は
、
観
察
保
護
、
直
接
保
護
及
び
収
益
事
業
に
関
す
る
業
務
を
管
掌
し
、
二
級
保
護
所
は
、
観
察
保
護
と
、
直
接
保
護
の
う

ち
収
容
保
護
と
付
設
作
業
場
で
の
就
業
を
除
い
た
業
務
を
担
っ
て
い
た
（
一
九
六
一
年
更
生
保
護
法
施
行
令
第
九
条
）
。

　
更
生
保
護
法
施
行
後
も
実
質
的
な
事
業
内
容
は
旧
法
下
の
も
の
と
大
同
小
異
で
、
観
察
保
護
も
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
実
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

性
が
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
宿
泊
と
食
事
の
提
供
に
止
ま
っ
て
い
た
保
護
方
法
を
勤
労
に
よ
る
自
活
独
立
に
向
け
た
経
済
基

盤
の
構
築
へ
と
転
換
し
、
身
元
保
証
、
保
証
金
積
立
、
保
護
会
の
雇
用
主
に
対
す
る
損
害
賠
償
（
同
第
一
五
条
）
な
ど
就
労
を
促
進

12
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（
3
3
）

す
る
た
め
の
制
度
を
設
け
た
と
い
う
点
で
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
更
生
保
護
法
の
施
行
下
に
お
い
て
、
全
国
八
つ
の
更
生
保

護
会
を
総
括
し
、
更
生
保
護
事
業
の
指
導
・
育
成
の
役
割
を
担
う
中
央
更
生
保
護
指
導
会
が
中
央
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
会

長
は
法
務
部
長
官
が
、
専
務
理
事
は
検
察
局
長
が
兼
務
す
る
な
ど
、
官
製
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
役
割
の
限
界
も
指

　
　
　
　
（
3
4
〉

摘
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
更
生
保
護
法
は
、
民
間
篤
志
家
に
も
更
生
保
護
事
業
を
目
的
と
す
る
法
人
の
設
立
を
認
め
て
い
る
も
の

の
（
第
二
〇
条
乃
至
第
二
二
条
）
、
事
業
の
中
心
は
国
家
が
業
務
を
指
揮
監
督
す
る
更
生
保
護
会
で
あ
り
、
法
律
の
条
文
も
他
の
事
業

者
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　
二
年
後
の
一
九
六
三
年
二
月
二
三
日
に
は
、
早
く
も
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
（
法
律
第
一
二
七
六
号
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
改
正
に
よ
り
、
法
務
部
長
官
の
監
督
下
に
単
一
の
法
人
た
る
更
生
保
護
会
が
設
け
ら
れ
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
、
釜
山
市
、
各
道
に
所

在
し
て
い
た
八
つ
の
更
生
保
護
会
は
全
て
こ
の
更
生
保
護
会
の
支
部
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
六
条
）
。
ま
た
、
法
務
部

長
官
が
指
定
す
る
九
つ
の
矯
導
所
（
刑
務
所
）
所
在
地
に
は
保
護
会
支
所
が
置
か
れ
、
直
接
保
護
や
事
業
場
・
職
業
輔
導
所
の
運
営

は
専
ら
こ
の
支
所
が
行
い
、
支
部
は
事
業
の
運
営
に
関
す
る
指
揮
監
督
及
び
調
整
を
中
心
に
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
第
八
条
）
。

　
更
生
保
護
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
象
に
少
年
院
退
院
者
や
仮
退
院
者
が
追
加
さ
れ
た
ほ
か
（
第
一
条
七
号
）
、
司
法
保
護
委

員
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
更
生
保
護
委
員
の
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。
更
生
保
護
委
員
は
、
民
間
篤
志
家
の
中
か
ら
支
部
長
の
推

薦
に
よ
り
法
務
部
長
官
が
委
嘱
し
、
所
属
支
部
長
の
指
導
監
督
の
下
で
観
察
保
護
を
担
当
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
任
期
は
二
年
で

再
任
は
一
回
に
限
ら
れ
て
い
た
（
第
六
条
の
三
）
。
観
察
保
護
も
、
六
三
年
の
更
生
保
護
法
改
正
に
伴
う
更
生
保
護
法
施
行
令
の
改
正

に
よ
り
（
一
九
六
一
二
年
閣
令
第
二
一
六
六
号
）
、
そ
の
期
問
は
原
則
と
し
て
二
年
以
内
と
定
め
ら
れ
（
第
一
条
八
項
）
、
依
然
と
し
て
思

想
犯
監
視
に
関
す
る
規
定
は
残
さ
れ
て
い
た
も
の
の
（
同
第
四
項
）
、
実
務
で
は
一
般
犯
罪
者
に
対
す
る
更
生
保
護
と
し
て
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
観
察
保
護
は
、
更
生
保
護
事
業
の
一
環
で
あ
り
な
が
ら
、
宿
泊
を
伴
わ
ず
、
通
信
や
面
接
、

訪
問
な
ど
の
形
で
対
象
者
の
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
、
本
格
的
な
保
護
観
察
制
度
の
な
か
っ
た
韓
国
で
は
こ
れ
を

13



法学研究77巻6号（2004：6）

任
意
的
な
保
護
観
察
制
度
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
が
八
○
年
代
の
更
生
保
護
会
に
よ
る
保
護
観
察
の
試
験
実
施
を
経
て
、

保
護
観
察
所
に
よ
る
保
護
観
察
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
や
は
り
六
三
年
の
法
改
正
で
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
韓
国
の
更
生
保
護
会
が
単
一
の
組
織
に
総
合
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
韓
国
の
更
生
保
護
会
は
、
こ
の
後
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
へ
と
発
展
を
遂
げ
て
い
く
訳
で
あ
る
が
、
組
織
的
・
体
系
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
36
）

な
更
生
保
護
事
業
の
礎
を
築
い
た
と
い
う
意
味
で
六
三
年
の
改
正
は
画
期
的
で
あ
り
、
戦
後
も
更
生
保
護
会
毎
に
独
立
し
て
事
業
を

進
め
て
い
っ
た
我
が
国
の
更
生
保
護
事
業
と
の
大
き
な
岐
路
と
な
る
改
革
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
更
生
保
護
法
時
代
・
後
期
（
一
九
八
○
年
代
・
九
〇
年
代
）

　
一
九
八
○
年
代
に
は
、
更
生
保
護
会
の
組
織
・
業
務
面
で
大
き
な
変
革
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
一
九
八
一
年
に
は
法
務
部
に
保
護

局
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
矯
正
局
の
所
管
と
さ
れ
て
い
た
保
護
会
関
連
の
事
務
が
保
護
局
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

支
部
も
一
九
七
一
年
に
済
州
に
新
設
さ
れ
た
の
が
最
後
と
な
っ
て
い
た
が
、
八
○
年
代
に
は
水
原
支
部
（
一
九
八
二
年
）
、
仁
川
支

部
・
馬
山
支
部
（
一
九
八
七
年
）
が
新
た
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
八
○
年
代
に
お
け
る
最
大
の
変
革
は
、
更
生
保
護
会
に
よ
る
保
護
観
察
の
一
時
的
な
実
施
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
当
時
、

韓
国
で
は
、
少
年
法
や
社
会
安
全
法
に
基
づ
き
部
分
的
に
保
護
観
察
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
（
後
者
は
保
安
処
分
）
、
本
格
的
な
保

護
観
察
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
準
備
段
階
と
し
て
、
一
九
八
三
年
一
月
よ
り
、
ま
ず
矯
導
所
の
仮
釈
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

者
を
対
象
と
し
た
試
験
的
な
保
護
観
察
業
務
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
保
護
観
察
業
務
を
担
当
し
た
の
が
更
生
保
護
会
で
あ
り
、

ま
ず
釜
山
支
部
が
担
当
支
部
と
さ
れ
た
が
、
同
年
九
月
に
は
大
田
と
全
州
支
部
が
加
わ
り
、
翌
八
四
年
三
月
か
ら
全
国
に
拡
大
さ
れ

る
と
共
に
、
一
九
八
四
年
九
月
か
ら
は
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
者
も
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
当
時
の
保
護
観
察
は
、
更
生
保
護
法
上
の
観
察
保
護
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
受
刑
者
に
つ
い
て
は
応
当
日
を
経
過
し
た
者
の

14
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単位：名
表4－1　更生保護委員の職業別人員（1984年2月1日当時）

法曹 公務員会社員宗教家 商業 農業 医師
司法・行

政書士 教員 工業 その他 計

184 44 573 263 414 263 211 35 63 17 411 2，478

単位：名
表4－II　更生保護委員の年齢別人員（1984年2月1日当時）

30歳以下 40歳未満 50歳未満 60歳未満 70歳未満 70歳以上 計

7 244 1，030 809 347 41 2，478

資料：金秀吉「♀司叶叫更生保護州唱耐研究」刈干司モ■噌（朴司斗叫遍）20智（1985）15電。

う
ち
保
護
観
察
が
適
当
と
思
わ
れ
る
者
の
名
簿
を
更
生
保
護
会
の
支
部
長
に
通
報
す
る
と
、

ま
ず
支
部
長
は
更
生
保
護
会
職
員
又
は
更
生
保
護
委
員
を
指
定
し
て
、
名
簿
の
中
で
保
護
観

察
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
の
仮
釈
放
の
審
査
に
必
要
な
事
項
を
調
査
し
、
報
告
書
を
提
出

す
る
。
仮
釈
放
審
査
委
員
会
を
経
て
法
務
部
長
官
に
よ
り
仮
釈
放
の
許
可
決
定
が
な
さ
れ
る

と
、
支
部
長
が
保
護
観
察
を
担
当
す
る
更
生
保
護
委
員
を
選
定
し
、
仮
釈
放
対
象
者
に
つ
い

て
は
観
察
保
護
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
し
、
仮
釈
放
と
同
時
に
観
察
保
護
の
決
定
を

行
い
、
保
護
観
察
を
実
施
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
少
年
院
在
所
者
に
つ
い
て
も
、
大
凡

類
似
の
手
続
が
取
ら
れ
る
。
保
護
観
察
期
間
は
、
仮
釈
放
者
に
つ
い
て
は
残
刑
期
間
、
少
年

院
仮
退
院
者
に
つ
い
て
は
仮
退
院
期
間
で
あ
る
。
保
護
観
察
に
お
い
て
は
、
担
当
更
生
保
護

委
員
が
月
一
回
以
上
対
象
者
と
の
通
信
や
面
談
に
よ
っ
て
遵
守
事
項
の
遵
守
を
確
認
し
、
精

神
的
な
指
導
・
教
化
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
就
業
支
援
、
職
業
訓
練
、
起
業

資
金
の
支
給
、
福
祉
団
体
や
篤
志
家
へ
の
委
託
・
斡
旋
な
ど
の
支
援
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
遵
守
事
項
違
反
の
場
合
、
仮
釈
放
や
仮
退
院
の
取
消
も
可
能
で
あ
っ
た
。

　
実
際
に
保
護
観
察
（
観
察
保
護
）
を
担
当
し
た
更
生
保
護
委
員
は
、
一
九
八
四
年
二
月
一

日
の
段
階
で
、
二
、
○
○
○
名
の
定
員
に
対
し
、
二
、
四
七
八
名
が
委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
職
業
や
年
齢
構
成
は
表
4
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
犯
罪
白
書
に
よ
れ
ば
、
同
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

八
月
二
四
日
に
は
更
生
保
護
委
員
数
が
四
、
七
七
七
名
、
年
末
で
五
、
四
〇
一
名
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
（
4
1
）

い
る
こ
と
か
ら
、
短
期
間
に
更
生
保
護
委
員
が
増
加
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。
組
織
化
も

進
み
、
保
護
観
察
の
試
験
運
用
が
開
始
さ
れ
た
一
九
八
三
年
に
は
支
部
別
に
更
生
保
護
委
員

15
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（
4
2
）

連
合
会
が
、
ま
た
一
九
九
〇
年
に
は
全
国
更
生
保
護
委
員
中
央
会
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
、
更
生
保
護
委
員
の
総
数
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

一
万
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
一
九
八
六
年
に
行
わ
れ
た
更
生
保
護
法
全
面
改
正
で
は
、
更
生
保
護
委
員
の
任
期
が
三
年
に
延
び
、
再
任
も
可
能
と
な

っ
た
（
第
一
七
条
二
項
）
。
ま
た
、
少
年
法
に
よ
る
保
護
観
察
処
分
や
委
託
処
分
に
付
さ
れ
た
少
年
と
共
に
、
一
九
八
○
年
に
制
定
さ

れ
た
社
会
保
護
法
（
法
律
第
三
二
八
六
号
）
に
基
づ
く
保
安
処
分
た
る
保
護
監
護
及
び
治
療
監
護
の
終
了
者
又
は
仮
出
所
者
も
更
生

保
護
事
業
の
対
象
に
含
め
ら
れ
た
（
第
三
条
五
号
・
七
号
）
。
さ
ら
に
、
従
来
の
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
国
民
の
協
力
義
務
規
定
に

加
え
、
国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
の
更
生
保
護
事
業
の
育
成
に
対
す
る
責
任
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
は
（
第
四
条
一
項
）
、
従
来
か
ら

の
補
助
金
や
免
税
措
置
な
ど
の
実
務
を
追
認
し
た
も
の
と
は
言
え
、
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
六
一
年
法
以
来

規
定
さ
れ
て
い
た
雇
用
依
頼
、
身
元
保
証
、
保
証
金
積
立
、
差
別
待
遇
の
禁
止
な
ど
の
規
定
は
全
て
廃
止
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
一
九
八
○
年
代
は
、
更
生
保
護
会
に
と
っ
て
、
更
生
保
護
事
業
の
み
な
ら
ず
、
保
護
観
察
業
務
を
も
担
当
し
た
時
代

と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
八
年
に
保
護
観
察
法
（
法
律
第
四
〇
五
九
号
）
が
制
定
さ
れ
、
保
護
観
察
所
が
設
置

さ
れ
た
の
に
伴
い
、
更
生
保
護
会
が
管
掌
す
る
保
護
観
察
業
務
は
保
護
観
察
所
に
移
管
さ
れ
、
保
護
観
察
は
保
護
観
察
官
と
新
た
に

設
け
ら
れ
た
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
保
護
委
員
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
八
九
年
末
の
時
点
で
、
三
、
三
一
八
名
の
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
（
44
）

委
員
が
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
当
時
の
保
護
観
察
法
に
よ
る
保
護
観
察
は
少
年
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
保
護
観
察
法
制
定

後
も
更
生
保
護
事
業
と
し
て
の
観
察
保
護
の
制
度
は
残
り
、
一
九
九
一
年
の
更
生
保
護
法
一
部
改
正
に
お
い
て
も
観
察
保
護
や
更
生

保
護
委
員
の
規
定
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
更
生
保
護
法
の
施
行
末
期
に
お
い
て
は
、
更
生
保
護
法
に
よ
る
観
察
保
護
と
保

護
観
察
法
上
の
保
護
観
察
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
保
護
観
察
法
が
施
行
さ
れ
、
保
護
観
察
業
務
が
保
護
観
察

所
に
移
管
し
た
後
の
観
察
保
護
が
実
質
的
な
保
護
観
察
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
従
来
の
更
生
保

16
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表5　更生保護会による保護観察の試験実施と観察保護の状況

年度

保護観察試験実施 観察保護

開始人員

終了人員 現員 保護人員
計

事前調査

を経て開始

事前調査

を経ず開始

1983 701（一） 383（一） 318（一） 701（一） 一（一） 3，231

1984 1，724（296） 1，084（144） 640（152） 1，724（一） 一（一） 3，997

1985 2，557（1，詔0） 1，759（827） 798（703） 2，534（1，脇0） 23（一） 5，239

1986 2，935（1，574） 2，195（1，α鰺） 740（526） 1，610（867） 1，325（707） 5，669

1987 2，882（1，662） 2，214（1，0働 668（580） 1，492（946） 1，390（716） 6，130

1988 2，313（1，311） 1，784（853） 529（458） 1，075（633） 1，238（678） 5，876

1989 1，403（458） 1，273（347） 130（111） 828（407） 575（51） 5，590

1990

保護観察法に基づく保護観察の実施（1989年7月1日施行）

　　　　　　　　　保護観察所が所管

5，230

1991 5，136

1992 5，176

1993 5，077

1994 4，148

資料：法務研修院『犯罪白書1985』（1985），『犯罪白書1990』（1990），『犯罪白書1996』（1996

注　：括弧内は仮退院者。

護
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
方
が

　
　
　
　
（
4
5
）

自
然
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
保
護
観
察
の
試
験
運
用

開
始
か
ら
保
護
観
察
法
施
行
前
後
ま
で
の
保
護
観
察

の
運
用
状
況
と
観
察
保
護
の
実
績
を
比
較
し
た
も
の

が
表
5
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
観
察
保
護
と
保
護
観
察
の
複
雑
な
関

係
と
は
別
に
、
保
護
観
察
法
は
保
護
観
察
対
象
者
に

対
す
る
援
護
や
応
急
救
護
の
措
置
を
定
め
る
に
至
り

（
第
三
九
条
・
第
四
〇
条
）
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

保
護
観
察
所
長
が
、
国
公
立
機
関
の
ほ
か
、
更
生
保

護
会
に
収
容
保
護
そ
の
他
の
援
助
又
は
協
力
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
（
第
四
一
条
）
、

保
護
観
察
と
更
生
保
護
事
業
の
連
携
に
関
す
る
規
定

も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
一
九
六
〇
年
代
か
ら
保
護
観
察
等
に
関
す

る
法
律
が
成
立
す
る
一
九
九
五
年
前
ま
で
の
更
生
保

護
会
に
よ
る
更
生
保
護
事
業
の
運
用
状
況
を
表
6
に

ま
と
め
て
お
く
。

17
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表6 更生保護会による更生保護事業の状況

年度 宿泊提供 職業訓練 就業斡旋 旅費支給 起業助成 観察保護

1963 976 13，024 1，068

64 655 548 13，463 3，004

65 416 513 12，910 1，963

66 486 1，535 13，277 2，638

67 577 1，346 12，645 1，318

68 786 1，617 14，723 451 6，112

69 754 1，888 15，640 476 7，690

1970 848 1，125 14，892 465 7，447

71 718 2，591 15，161 449 4，851

72 683 1，440 16，315 261 4，522

73 743 2，079 16，382 149 2，537

74 682 2，280 16，349 224 3，630

75 722 2，424 14，911 288 3，299

76 810 400 11，249 512 2，628

77 870 616 10，571 1，517 3，275

78 869 88 873 8，650 1，468 2，505

79 1，050 108 745 8，664 1，484 2，392

1980 915 59 902 7，234 1，759 3，762

81 1，039 97 1，011 6，763 1，803 3，560

82 1，319 323 1，216 9，201 2，190 3，457

83 1，357 385 1，474 9，119 2，184 3，231

84 1，370 439 1，509 10，792 2，484 3，997

85 1，674 726 1，692 11，313 2，623 5，239

86 1，732 728 1，746 10，322 2，567 5，669

87 1，564 687 2，204 9，006 2，560 6，130

88 1，694 708 2，471 10，478 2，675 5，876

89 2，297 883 2，651 11，505 2，879 5，590

1990 2，220 982 2，907 10，721 2，846 5，230

91 2，000 777 2，983 10，979 2，714 5，136

92 1，874 777 2，933 10，712 2，712 5，176

93 1，904 787 3，059 10，590 2，749 5，077

94 1，958 769 3，033 10，376 2，718 4，148

資料 召層司「量号7習噌且堂号望刻蛙ス團号
司ス自17外ス1」　7暮ス醤翌一堂23堂（2001）9望。

妻。囲刈2早7昌λ胆杢司。1季早司

18



韓国における更生保護事業の特色と刑事政策的意義←）

5
　
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
時
代
（
一
九
九
五
年
～
現
在
）

　
統
一
的
・
体
系
的
な
社
会
内
処
遇
制
度
を
構
築
す
る
と
共
に
、
保
護
観
察
業
務
と
更
生
保
護
事
業
と
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る

た
め
、
一
九
九
五
年
、
そ
れ
ま
で
の
保
護
観
察
法
と
更
生
保
護
法
を
統
合
し
、
新
た
に
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
法
律
第
四
九

三
三
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、
保
護
観
察
機
関
や
保
護
観
察
業
務
と
並
ん
で
、
更
生
保
護
事
業
に
関
す
る
章
を
設
け
て
い
る

が
、
更
生
保
護
に
関
す
る
最
大
の
改
正
点
は
、
従
来
の
更
生
保
護
会
を
韓
国
更
生
保
護
公
団
と
い
う
公
益
法
人
に
改
組
し
た
こ
と
に

あ
る
。
法
務
部
長
官
の
認
可
を
受
け
、
一
九
九
五
年
六
月
一
日
に
設
立
登
記
を
済
ま
せ
て
発
足
し
た
韓
国
更
生
保
護
公
団
は
、
一
九

六
三
年
以
来
、
全
国
各
地
で
活
動
を
続
け
て
き
た
更
生
保
護
会
の
事
業
と
資
産
を
全
て
継
承
し
、
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
全
国
規

模
で
更
生
保
護
事
業
を
推
進
し
、
韓
国
に
お
け
る
更
生
保
護
事
業
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
法
律
に
は
、
公
団

以
外
で
も
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
は
更
生
保
護
事
業
者
と
し
て
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
実
際

に
公
団
以
外
に
も
幾
つ
か
の
更
生
保
護
事
業
者
が
認
可
を
受
け
、
現
在
も
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
観
察
保
護
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
保
護
観
察
に
一
本
化
さ
れ
た
が
、
更
生

保
護
委
員
の
制
度
は
維
持
さ
れ
、
更
生
保
護
委
員
は
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
の
下
、
従
来
の
よ
う
な
保
護
対
象
者
に
対
す
る
指
導
監

督
で
は
な
く
、
更
生
保
護
基
金
へ
の
出
掲
や
就
労
先
の
提
供
な
ど
財
政
的
・
物
理
的
な
形
で
更
生
保
護
事
業
を
支
援
す
る
も
の
と
さ

れ
た
（
第
七
九
条
）
。
こ
れ
に
対
し
、
保
護
観
察
法
で
導
入
さ
れ
た
保
護
観
察
を
担
当
す
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
保
護
委
員
は
保

護
善
導
委
員
と
名
称
が
改
め
ら
れ
て
い
る
（
第
二
章
第
三
節
）
。
も
っ
と
も
、
一
九
九
五
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
刑
法
改
正
（
法
律
第

五
〇
五
七
号
）
に
よ
っ
て
宣
告
猶
予
者
に
対
す
る
保
護
観
察
や
執
行
猶
予
者
に
対
す
る
保
護
観
察
・
社
会
奉
仕
命
令
・
受
講
命
令
、

そ
れ
に
仮
釈
放
者
に
対
す
る
保
護
観
察
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
施
行
に
併
せ
て
、
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
は
一
九
九
六
年

に
全
面
改
正
さ
れ
（
法
律
第
五
一
七
八
号
）
、
保
護
観
察
の
対
象
が
成
人
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
奉
仕
命
令
や
受
講
命

令
の
実
施
に
関
す
る
規
定
も
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
更
生
保
護
委
員
と
保
護
善
導
委
員
の
制
度
は
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
共
に
廃
止
さ
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れ
、
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
（
第
一
八
条
）
。

　
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
は
、
法
律
上
、
保
護
観
察
活
動
と
更
生
保
護
事
業
を
共
に
支
援
す
る
名
誉
職
の
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

さ
れ
て
い
る
（
第
一
八
条
）
。
し
か
し
、
法
改
正
後
、
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
が
主
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
保
護
観
察

業
務
の
一
部
と
起
訴
猶
予
少
年
に
対
す
る
少
年
善
導
保
護
で
あ
り
、
更
生
保
護
事
業
へ
の
関
与
は
極
め
て
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

（
4
6
）

い
る
。
勿
論
、
自
立
支
援
や
事
前
面
談
と
い
っ
た
韓
国
更
生
保
護
公
団
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委

員
も
い
る
が
、
更
生
保
護
事
業
に
特
化
し
た
法
律
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
が
結
果

的
に
多
く
の
民
間
篤
志
家
を
失
っ
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
で
は
、
法
律
上
の
根
拠
を
も
た
な

い
任
意
団
体
と
し
て
の
後
援
会
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
前
の
更
生
保
護
委
員
に
代
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
更
生
保

護
事
業
へ
の
支
援
を
求
め
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
、
日
本
の
保
護
司
法
の
よ
う
な
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
に
関
す

る
法
律
を
制
定
す
る
作
業
が
一
時
期
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
結
局
こ
れ
が
見
送
ら
れ
た
り
、
更
生
保
護
事
業
を
再
び
独
立
し
た
単
独

立
法
で
規
律
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
更
生
保
護
事
業
を
巡
る
法
制
度
の
改
革
は
現
在
も
な
お
進
行
中
で
あ
る
。

20

三
　
更
生
保
護
事
業
の
法
的
根
拠
と
概
要

1
　
目
　
的

　
更
生
保
護
の
措
置
と
事
業
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
一
九
九
六
年
一
二
月
一
二
日
に
成
立
し
た
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

（
法
律
第
五
一
七
八
号
。
以
下
、
同
法
又
は
単
に
法
と
い
う
）
で
あ
る
。

　
同
法
は
、
「
こ
の
法
は
、
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ
て
、
再
犯
防
止
の
た
め
、
保
護
観
察
、
社
会
奉
仕
・
受
講
及
び
更
生
保
護
等
体

系
的
な
社
会
内
処
遇
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
指
導
・
援
護
を
す
る
こ
と
に
よ
り
健
全
な
社
会
復
帰
を
促
進
し
、
効
率
的
な



犯
罪
予
防
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
及
び
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
と
共
に
社
会
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

（
傍
点
ー
筆
者
）
」
と
規
定
し
（
法
第
一
条
）
、
更
生
保
護
の
措
置
と
事
業
が
、
保
護
観
察
や
社
会
奉
仕
命
令
・
受
講
命
令
な
ど
と
並
ぶ
、

犯
罪
者
の
再
犯
防
止
と
社
会
復
帰
の
た
め
の
社
会
内
処
遇
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
生
保
護
に
関
す
る
単
独

立
法
で
あ
っ
た
嘗
て
の
旧
更
生
保
護
法
（
一
九
八
六
年
法
・
一
九
九
一
年
法
）
が
、
「
こ
の
法
は
、
更
生
保
護
対
象
者
の
自
立
意
識
を

鼓
吹
し
、
経
済
的
自
立
基
盤
を
造
成
さ
せ
、
健
全
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
再
犯
の
危
険
を
防
止
す
る
一
方
、
更
生
保

護
事
業
（
中
略
）
の
健
全
な
育
成
を
企
図
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
第
一
条
）
と
、
更
生
保
護
事
業
の
み
の
目
的
を
定
め
て
い
た

の
と
は
異
な
る
。

韓国における更生保護事業の特色と刑事政策的意義←）

2
　
対
象
者
と
要
件

　
更
生
保
護
の
対
象
と
な
る
の
は
、
「
刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
自
立
更
生
の
た
め
の
宿
食
の
提
供
、
旅

費
の
支
給
、
生
業
道
具
・
起
業
資
金
の
支
給
又
は
貸
与
、
職
業
訓
練
及
び
就
業
斡
旋
等
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
者
」
で
あ
る

（
法
第
三
条
三
項
）
。
旧
更
生
保
護
法
が
更
生
保
護
の
対
象
者
を
制
限
的
に
列
挙
し
て
い
た
の
に
対
し
（
旧
更
生
保
護
法
第
三
条
）
、
現

行
法
は
更
生
保
護
の
対
象
を
広
く
規
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
言
う
「
刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
」
は
広
義
に
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
刑
法
が
定
め
る
懲
役
、
禁
鋼
、
罰
金
、
拘
留
、
科
料
と
い
っ
た
刑
罰
（
刑
法
第
四
一
条
）
や
少
年
法
の

定
め
る
監
護
委
託
、
短
期
保
護
観
察
、
保
護
観
察
、
短
期
少
年
院
送
致
、
少
年
院
送
致
、
児
童
福
祉
法
施
設
等
監
護
委
託
、
病
院
等

委
託
な
ど
の
保
護
処
分
（
少
年
法
第
三
二
条
一
項
）
に
限
ら
ず
、
社
会
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
監
護
や
治
療
監
護
と
い
っ
た
保
安
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

分
と
し
て
の
保
護
処
分
（
社
会
保
護
法
第
三
条
）
も
含
ま
れ
る
。
懲
役
や
禁
鋼
と
い
っ
た
自
由
刑
の
場
合
は
刑
の
執
行
を
終
了
し
た
場

合
（
満
期
釈
放
）
の
ほ
か
、
仮
釈
放
や
刑
の
執
行
を
免
除
さ
れ
た
場
合
も
含
ま
れ
、
少
年
院
送
致
の
場
合
は
退
院
・
仮
退
院
の
区
別

な
く
、
保
護
監
護
と
治
療
監
護
の
場
合
は
仮
出
所
・
執
行
免
除
や
仮
終
了
・
治
療
委
託
・
終
了
を
問
わ
ず
、
更
生
保
護
の
対
象
と
な
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り
得
る
。

　
刑
の
執
行
猶
予
や
宣
告
猶
予
を
受
け
た
者
も
、
更
生
保
護
の
対
象
と
な
る
。
起
訴
猶
予
処
分
を
受
け
た
場
合
を
「
刑
事
処
分
又
は

保
護
処
分
を
受
け
た
場
合
」
に
含
め
る
の
は
文
理
解
釈
上
困
難
が
あ
る
が
、
旧
更
生
保
護
法
が
、
「
公
訴
提
起
の
猶
予
処
分
を
受
け

た
者
」
が
更
生
保
護
対
象
者
で
あ
る
こ
と
を
明
文
で
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
（
旧
更
生
保
護
法
第
三
条
四
号
）
、
法
が
更
生
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

対
象
者
を
制
限
列
挙
せ
ず
、
そ
の
「
範
囲
を
一
般
化
し
、
拡
張
し
」
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ
を
含
む
と
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。　
な
お
、
更
生
保
護
の
対
象
は
保
護
観
察
対
象
者
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
の
実
務
で
は
、
仮
釈
放
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

象
者
な
ど
の
保
護
観
察
対
象
者
が
更
生
保
護
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
少
な
く
、
更
生
保
護
対
象
者
の
大
半
が
刑
の
執
行
終
了
者
、
即

ち
満
期
釈
放
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
更
生
保
護
会
（
当
時
）
の
在
会
者
の
多
く
が
更
生
緊
急
保
護
を

受
け
た
満
期
釈
放
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
我
が
国
の
嘗
て
の
状
況
と
似
て
い
る
が
、
韓
国
の
場
合
、
更
生
保
護
の
希
望
者
は
、
保
護

観
察
中
で
あ
ろ
う
と
、
更
生
保
護
団
体
に
対
し
直
接
保
護
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
実
際
に
も
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
大
半
を
占

め
る
点
で
、
我
が
国
の
更
生
緊
急
保
護
と
は
異
な
る
。

　
保
護
観
察
対
象
者
の
場
合
は
、
保
護
観
察
所
（
保
護
観
察
官
又
は
保
護
観
察
所
長
）
が
援
護
又
は
応
急
救
護
と
い
う
援
護
の
措
置
を

行
う
に
あ
た
っ
て
韓
国
更
生
保
護
公
団
又
は
更
生
保
護
事
業
者
に
援
助
又
は
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
更
生
保
護
の
措
置
で
は
な
く
、
こ
れ
に
拠
る
方
法
も
あ
る
。
即
ち
、
法
は
、
保
護
観
察
対
象
者
が
自
助
努
力
を
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
改
善
と
自
立
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
適
切
な
援
護
を
す
る
も
の
と
定
め
、
宿
所
及
び
就
業
の
斡
旋
、
職
業
訓
練

の
機
会
提
供
、
環
境
の
改
善
、
そ
の
他
保
護
観
察
対
象
者
の
健
全
な
社
会
復
帰
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
い

る
（
法
第
三
四
条
）
。
ま
た
、
保
護
観
察
対
象
者
に
負
傷
・
疾
病
そ
の
他
緊
急
の
事
由
が
発
生
し
た
と
き
に
は
大
統
領
令
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
救
護
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
（
法
第
三
五
条
）
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
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（
一
九
九
七
年
大
統
領
令
第
一
五
五
九
八
号
）
は
、
疾
病
・
負
傷
そ
の
他
緊
急
の
事
由
の
発
生
で
保
護
観
察
対
象
者
の
生
命
・
身
体
に

重
大
な
危
険
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
保
護
者
又
は
扶
養
義
務
者
の
扶
養
能
力
が
な
く
、
救
護
が
不
可
避
で
あ
る
場
合
、
そ
の
他
応
急

救
護
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
掲
げ
て
い
る
（
同
第
二
〇
条
）
。
援
護
又
は
応
急
救
護
は
、
我
が
国
の
応
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
救
護
と
援
護
に
相
当
し
、
保
護
観
察
官
又
は
保
護
観
察
所
の
長
が
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
（
我
が
国
で
言
う
自
庁

保
護
）
、
保
護
観
察
所
長
は
、
援
護
及
び
応
急
救
護
を
行
う
た
め
必
要
な
場
合
に
は
、
国
・
公
立
機
関
の
ほ
か
、
更
生
保
護
事
業
の

許
可
を
受
け
た
者
（
更
生
保
護
事
業
者
と
い
う
）
又
は
韓
国
更
生
保
護
公
団
そ
の
他
団
体
に
対
し
衣
食
住
の
提
供
そ
の
他
適
切
な
援

助
又
は
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
法
第
三
六
条
。
我
が
国
で
言
う
委
託
保
護
）
。

　
更
生
保
護
の
対
象
と
な
る
者
は
、
以
上
の
「
刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
」
を
受
け
、
「
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
者
」
で
あ

る
。
大
統
領
令
は
、
「
更
生
保
護
対
象
者
が
親
族
又
は
縁
故
者
等
か
ら
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
こ
れ
ら
の
援
助
だ
け

で
は
十
分
で
な
い
場
合
に
限
り
」
、
更
生
保
護
を
行
う
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
（
大
統
領
令
第
四
〇
条
）
、
親
族
等
か
ら
の
援
助
を

期
待
で
き
る
よ
う
な
場
合
に
は
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
更
生
保
護
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

明
文
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
「
保
護
の
必
要
性
」
が
高
度
に
認
め
ら
れ
て
も
、
加
齢
や
重
度
の
疾
病
な
ど
で
自
立
が
期
待
で
き
な

い
者
も
更
生
保
護
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
更
生
保
護
事
業
の
目
的
が
、
刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
を
受
け
た
者
の
社
会
復
帰
を
促

す
こ
と
で
あ
っ
て
（
法
第
一
条
）
、
あ
く
ま
で
刑
事
政
策
の
一
環
と
し
て
の
一
時
的
な
保
護
で
あ
る
か
ら
、
更
生
保
護
実
施
後
の
自

立
が
全
く
期
待
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
社
会
福
祉
や
医
療
的
措
置
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
我
が
国
の
更
生
保
護
施
設
と
は
異
な
り
、
更
生
保
護
事
業
者
や
韓
国
更
生
保
護
公
団
は
こ
う
し
た
自
立
可
能
性
の
低

い
者
に
つ
い
て
も
で
き
る
限
り
受
入
れ
、
し
か
る
の
ち
に
福
祉
団
体
や
医
療
機
関
へ
の
橋
渡
し
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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3
　
更
生
保
護
の
実
施
主
体

　
更
生
保
護
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
法
務
部
長
官
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
法
第
六
七
条
）
、
法
は
、
更
生
保
護
事

業
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
う
し
た
一
般
の
更
生
保
護
事
業
者
の
他
に
、
法
人
た
る
韓
国
更
生
保
護
公
団
を
設
立
す
る
も
の

と
定
め
て
い
る
（
法
第
七
一
条
・
七
二
条
）
。
両
者
共
に
民
間
団
体
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
沿
革
の
と
こ
ろ
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
更
生
保
護
会
の
資
産
と
事
業
を
継
承
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
韓
国
更
生
保
護
公
団
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
更
生
保
護
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
や
方
針
に
基
づ
い
て
法
人
を
設
立
し
、
個
々
に
独
立
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
点
で
異

な
る
。
ま
た
韓
国
更
生
保
護
公
団
が
全
国
に
多
く
の
支
部
と
出
張
所
を
要
す
る
全
国
組
織
で
あ
る
の
に
対
し
、
現
在
、
活
動
し
て
い

る
更
生
保
護
事
業
者
は
い
ず
れ
も
宿
泊
施
設
を
兼
ね
た
一
か
所
の
事
業
所
で
の
み
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　
更
生
保
護
事
業
者
は
、
ω
更
生
保
護
事
業
に
必
要
な
経
済
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ω
許
可
申
請
者
が
社
会
的
信
望
を
有
す
る
こ

と
、
㈹
組
織
及
び
会
計
処
理
基
準
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
六
八
条
）
。
更
生

保
護
事
業
を
許
可
す
る
と
き
で
も
、
法
務
部
長
官
は
、
許
可
の
期
間
を
定
め
る
か
、
又
は
必
要
な
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
（
法

第
六
七
条
一
項
）
。
更
生
保
護
事
業
者
は
、
毎
年
、
次
年
度
の
事
業
計
画
と
前
年
度
の
会
計
状
況
及
び
事
業
実
績
を
法
務
部
長
官
に
報

告
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
（
法
第
六
九
条
）
、
も
し
更
生
保
護
事
業
者
が
、
㈲
不
正
な
方
法
で
更
生
保
護
事
業
の
許
可
を

得
た
と
き
、
㈲
更
生
保
護
事
業
の
許
可
条
件
に
違
反
し
た
と
き
、
＠
事
業
目
的
外
の
事
業
を
し
た
と
き
、
㈹
更
生
保
護
事
業
の
許
可

を
得
た
後
正
当
な
理
由
無
く
六
月
以
内
に
更
生
保
護
事
業
を
開
始
せ
ず
、
又
は
一
年
以
上
更
生
保
護
事
業
の
実
績
が
な
い
と
き
、
㈲

次
年
度
の
事
業
計
画
並
び
に
前
年
度
の
会
計
状
況
及
び
事
業
実
績
を
法
務
部
長
官
に
報
告
し
な
い
と
き
、
㈹
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法

律
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
、
に
は
許
可
を
取
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
七
〇
条
）
。
な
お
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
及
び
更
生
保
護
事
業
者
以
外
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
韓
国
更
生
保

護
公
団
若
し
く
は
更
生
保
護
会
又
は
こ
れ
と
類
似
し
た
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
法
第
九
八
条
）
。
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更
生
保
護
事
業
者
及
び
韓
国
更
生
保
護
公
団
は
、
法
務
部
長
官
の
指
揮
・
監
督
を
受
け
る
（
法
第
九
七
条
一
項
）
。
法
務
部
長
官
は
、

監
督
上
必
要
な
と
き
に
は
、
事
業
者
及
び
公
団
に
対
し
業
務
に
関
す
る
事
項
を
報
告
さ
せ
、
又
は
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
命
令

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
（
同
第
二
項
）
、
法
務
部
所
属
の
公
務
員
に
事
業
者
又
は
公
団
の
運
営
実
態
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

る
。
ま
た
、
国
家
又
は
地
方
自
治
団
体
は
事
業
者
又
は
公
団
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
（
法
第
九
四

条
）
、
租
税
減
免
規
制
法
及
び
地
方
税
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
国
税
又
は
地
方
税
を
減
免
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
法
第
九
五

条
）
。
更
生
保
護
事
業
者
が
、
法
の
定
め
る
命
令
に
違
反
し
た
り
、
更
生
保
護
事
業
の
目
的
に
反
し
営
利
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
刑

事
処
罰
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
更
生
保
護
事
業
者
で
な
い
者
が
更
生
保
護
事
業
の
名
目
で
営
利
行
為
を
行
っ
た
り
、
韓
国
更
生
保
護

公
団
や
更
生
保
護
会
ほ
か
こ
れ
と
類
似
の
名
称
を
用
い
た
場
合
も
刑
罰
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
法
第
九
九
条
）
。

　
こ
の
よ
う
に
韓
国
で
は
、
法
務
部
長
官
か
ら
許
可
を
受
け
た
更
生
保
護
事
業
者
と
韓
国
更
生
保
護
公
団
が
更
生
保
護
措
置
の
本
来

的
な
実
施
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
の
更
生
緊
急
保
護
の
よ
う
に
「
国
の
責
任
に
お
い
て
、
行
」
い
（
犯
罪
者
予
防
更
生
法
第

四
八
条
の
二
第
二
項
）
、
更
生
保
護
事
業
を
営
む
者
に
「
委
託
し
て
行
う
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
。
従
っ
て
、
手
続
上

も
、
更
生
保
護
の
対
象
者
や
関
係
機
関
は
、
事
業
者
や
公
団
に
直
接
更
生
保
護
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
六
六
条
一

項
）
。

4
　
更
生
保
護
の
措
置

　
更
生
保
護
の
措
置
は
、
法
律
上
、
①
宿
泊
の
提
供
、
⑭
旅
費
の
支
給
、
⑬
生
業
道
具
・
起
業
資
金
の
給
・
貸
与
、
㈲
職
業
訓
練
及

び
就
業
斡
旋
、
㈲
自
立
支
援
、
㈲
前
記
①
乃
至
㈲
の
保
護
に
付
随
す
る
善
行
指
導
か
ら
成
り
（
法
第
六
五
条
一
項
）
、
そ
の
具
体
的
な

内
容
は
大
統
領
令
が
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
第
二
項
）
。

　
ま
ず
宿
泊
の
提
供
は
、
更
生
保
護
事
業
者
や
韓
国
更
生
保
護
公
団
が
有
す
る
生
活
館
な
ど
の
宿
泊
施
設
に
対
象
者
を
居
住
さ
せ
、
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食
事
や
衣
服
等
を
支
給
す
る
と
共
に
精
神
教
育
を
行
う
も
の
で
あ
る
（
大
統
領
令
第
四
一
条
一
項
）
。
法
令
上
は
「
宿
食
提
供
」
と
呼

ば
れ
る
が
、
韓
国
の
場
合
、
宿
泊
に
は
当
然
に
食
事
の
提
供
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
食
事
の
提
供
を
含
め
た
意
味
で
単

に
「
宿
泊
提
供
」
又
は
「
宿
泊
保
護
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
宿
泊
提
供
の
期
間
は
六
月
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
必

要
と
認
め
る
と
き
に
は
六
月
の
範
囲
で
一
回
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
二
項
）
。
韓
国
更
生
保
護
公
団
で
は
、
財
政
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
理
由
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
一
月
よ
り
一
次
的
に
保
護
期
間
を
原
則
六
月
、
延
長
は
一
回
三
月
（
合
計
九
月
）
に
短
縮
し
て
い
た
が
、

二
〇
〇
四
年
ま
で
に
再
び
元
の
六
月
プ
ラ
ス
六
月
の
運
用
に
戻
し
て
い
る
。
な
お
、
大
統
領
令
で
は
、
宿
泊
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
、

対
象
者
か
ら
必
要
最
小
限
の
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
（
同
三
項
）
、
こ
う
し
た
費
用
の
徴
収
は
現

実
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
職
業
訓
練
は
、
更
生
保
護
対
象
者
に
対
し
就
業
に
必
要
な
技
能
訓
練
と
精
神
教
育
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
就
業
斡
旋
は
、
職
場
を

斡
旋
す
る
と
共
に
、
必
要
な
場
合
に
は
身
元
保
証
を
行
う
も
の
で
あ
る
（
大
統
領
令
第
四
四
条
一
項
・
第
四
五
条
）
。
職
業
訓
練
に
つ

い
て
は
職
業
訓
練
機
関
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
（
同
第
四
四
条
二
項
）
、
実
際
に
も
、
更
生
保
護
団
体
が
直

接
、
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
は
な
く
、
公
立
や
私
立
の
職
業
訓
練
専
門
学
校
で
対
象
者
を
学
ば
せ
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
の
が
一

般
的
な
方
法
で
あ
る
。
自
立
支
援
は
、
社
会
福
祉
施
設
へ
の
委
託
斡
旋
、
戸
籍
取
得
、
住
民
登
録
、
結
婚
周
旋
、
無
縁
故
者
縁
組
及

び
医
療
補
助
な
ど
更
生
保
護
対
象
者
の
自
立
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
大
統
領
令
第
四
六
条
）
、
実
務
で

も
様
々
な
支
援
が
専
ら
非
予
算
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
更
生
保
護
措
置
の
う
ち
旅
費
の
支
給
は
、
更
生
保
護
対
象
者
に
実
家
や
就
業
先
と
い
っ
た
目
的
地
ま
で
の

交
通
費
や
必
要
経
費
を
支
給
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
衣
服
を
支
給
す
る
も
の
で
（
大
統
領
令
第
四
二
条
）
、
ま
た
生
業
道
具
・
起
業
資

金
の
給
・
貸
与
は
、
自
立
の
た
め
最
小
限
の
生
業
道
具
又
は
企
業
資
金
（
品
）
を
支
給
す
る
か
、
貸
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

韓
国
更
生
保
護
公
団
に
お
い
て
は
、
こ
の
旅
費
支
給
と
生
業
道
具
・
起
業
資
金
の
給
・
貸
与
は
、
共
に
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
を
も
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（
5
3
）

っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
政
府
及
び
公
団
の
財
政
事
情
が
廃
止
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
矯
導
所
が
同

種
の
業
務
を
導
入
し
た
こ
と
が
直
接
の
原
因
で
あ
り
、
生
業
道
具
に
つ
い
て
は
、
就
労
構
造
の
変
化
に
よ
り
従
来
の
よ
う
な
生
業
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

具
（
例
え
ば
、
リ
ア
カ
ー
な
ど
）
の
支
給
が
現
実
に
そ
ぐ
わ
ず
、
事
実
上
、
死
文
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
、
資
金
の
給
・

貸
与
に
つ
い
て
は
、
事
業
を
始
め
る
に
は
金
額
的
に
不
十
分
な
う
え
、
対
象
者
に
よ
る
浪
費
の
問
題
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

　
善
行
指
導
は
更
生
保
護
対
象
者
に
対
す
る
日
常
的
な
監
督
・
指
導
全
般
を
指
す
が
、
特
に
韓
国
更
生
保
護
公
団
で
は
更
生
保
護
の

措
置
を
受
け
た
者
に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
・
ケ
ア
と
し
て
の
事
後
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
公
団
で
は
、
法
令
に
こ
そ
明
文
の

規
定
は
な
い
が
、
再
社
会
化
教
育
や
事
前
面
談
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
お
り
、
他
の
更
生
保
護
事
業
者
に
つ
い
て
も
独
自
の
活
動
を

展
開
し
て
い
る
。

5
　
申
請
及
び
措
置
の
実
施

　
更
生
保
護
の
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
関
係
機
関
は
、
保
護
観
察
所
長
、
更
生
保
護
事
業
者
又
は
韓
国
更
生
保
護
公
団
に

更
生
保
護
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
六
六
条
一
項
）
。
更
生
保
護
の
申
請
先
に
保
護
観
察
所
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
一
般

的
に
更
生
保
護
の
希
望
者
は
更
生
保
護
事
業
者
又
は
韓
国
更
生
保
護
公
団
に
対
し
直
接
更
生
保
護
の
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
保
護
観

察
所
に
対
し
て
更
生
保
護
の
申
請
を
行
う
こ
と
は
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
現
在
、
韓
国
更
生
保
護
公
団
の
職
員
又
は

民
間
篤
志
家
（
後
援
会
員
又
は
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
）
が
管
轄
内
の
刑
事
施
設
や
少
年
施
設
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
収
容
者
に
更

生
保
護
事
業
の
紹
介
と
更
生
保
護
の
申
請
希
望
を
確
認
す
る
事
前
面
談
を
行
っ
た
後
、
更
生
保
護
の
希
望
者
に
は
そ
の
ま
ま
申
請
を

行
わ
せ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
生
保
護
事
業
者
で
も
、
大
規
模
な
と
こ
ろ
は
、
職
員
が
施
設
で
更
生
保
護
事

業
に
関
す
る
案
内
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
状
況
は
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
保
護
観
察
対
象
者
が
保
護
観
察
所
に
更
生
保
護
の
申
請
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図2　韓国の社会内処遇における更生保護（事業）の位置付け

護観察処分（少年

察処分（少年）

仮退院（少年）

察附宣告猶予

察附執行猶予

護所仮出所

護処分仮終了

暴力処罰特例法による保護観察処分

の法律に基づく保護観察

事前面談

宿泊提供

職業訓練

就業斡旋

自立支援

再社会化教育

事後管理

その他

更生保護事業

保
観
院
観
観
放
監
監
内
他

期
護
年
護
護
釈
護
療
庭
の

短
保
少
保
保
仮
保
治
家
そ

援護

応急の救護

保護観察

更生保護モ翫二1護法

社会内処遇

を
行
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

韓
国
で
は
現
在
ま
で
保
護
観
察
対
象
者
が
更
生

保
護
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ

に
は
、
そ
も
そ
も
仮
釈
放
率
が
三
〇
％
強
と
低

い
こ
と
か
ら
仮
釈
放
に
よ
る
保
護
観
察
対
象
者

　
（
5
5
）

が
少
な
く
、
日
本
に
は
な
い
成
人
仮
釈
放
に
対

す
る
保
護
観
察
要
否
審
査
制
度
も
あ
っ
て
、
仮

釈
放
対
象
者
の
多
く
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
韓
国
の
事
情
に
加
え
、
仮
釈
放

率
か
ら
し
て
引
受
環
境
な
ど
が
厳
正
に
審
査
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
仮
釈
放
対
象
者
に
は
引

受
人
が
い
る
な
ど
更
生
保
護
の
必
要
性
が
な
く
、

ま
た
日
本
の
よ
う
に
更
生
保
護
施
設
へ
の
帰
住

を
前
提
と
し
た
仮
釈
放
を
許
可
す
る
よ
う
な
運

用
も
な
い
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。な
お
、
施
設
収
容
中
に
は
更
生
保
護
を
希
望

せ
ず
、
刑
の
執
行
を
終
え
た
後
、
社
会
生
活
を

送
る
な
か
で
更
生
に
支
障
が
生
じ
、
保
護
が
必
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要
と
な
っ
た
場
合
に
、
事
業
者
や
公
団
に
申
請
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
に
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
更
生
保
護
の
申
請
が
な
さ
れ
る
と
、
申
請
を
受
理
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
保
護
の
必
要
性
と
保
護
す
る
場
合
の
方
法
に
つ
い
て

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
六
六
条
二
項
）
。
即
ち
、
刑
事
処
分
又
は
保
護
処
分
の
対
象
者
で
あ
る
か
否
か
、
本
人
の
居
住
・

就
労
・
所
得
状
況
・
親
族
等
に
よ
る
援
助
の
有
無
な
ど
か
ら
保
護
の
必
要
性
と
自
立
可
能
性
を
総
合
的
に
判
断
し
、
保
護
の
必
要
が

あ
る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
決
定
し
た
上
で
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
第
六
六
条
）
。

韓国における更生保護事業の特色と刑事政策的意義←1

（
1
）
　
宮
澤
浩
一
「
日
本
に
お
け
る
最
近
の
更
生
緊
急
保
護
の
動
向
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
六
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
）
一
一
頁
以
下
、
同

　
「
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
社
会
復
帰
処
遇
に
つ
い
て
」
犯
罪
と
非
行
二
一
三
号
（
二
〇
〇
二
）
二
七
頁
以
下
。

（
2
）
例
え
ば
、
柿
澤
正
夫
「
二
一
世
紀
の
新
し
い
更
生
保
護
施
設
を
目
指
す
ト
ー
タ
ル
・
プ
ラ
ン
」
罪
と
罰
三
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
〇
）

七
四
頁
以
下
、
「
特
集
ー
更
生
保
護
振
興
（
課
）
元
年
ー
ト
ー
タ
ル
・
プ
ラ
ン
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
三
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
）
七

　
三
頁
以
下
、
滝
田
裕
士
「
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
充
実
化
の
た
め
の
基
本
計
画
」
犯
罪
と
非
行
二
一
八
号
（
二
〇
〇
一
）
二
〇
五
頁

　
以
下
、
法
務
省
保
護
局
『
更
生
保
護
施
設
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
例
集
ー
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
充
実
化
を
目
指
し

　
て
ー
』
（
二
〇
〇
一
）
、
「
特
集
－
更
生
保
護
施
設
新
時
代
」
更
生
保
護
五
二
巻
六
号
（
二
〇
〇
一
）
六
頁
以
下
、
寳
金
邦
子
「
「
更
生
保
護

施
設
の
処
遇
強
化
の
た
め
の
基
本
計
画
」
の
進
展
」
罪
と
罰
三
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
）
七
六
頁
以
下
、
「
特
集
－
更
生
保
護
施
設
」
犯

罪
と
非
行
一
三
二
号
（
二
〇
〇
二
）
二
七
頁
以
下
、
「
特
集
－
更
生
保
護
の
現
状
と
課
題
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
五
号
（
二
〇
〇
二
）

　
二
一
頁
以
下
、
岸
規
子
「
更
生
保
護
施
設
の
処
遇
機
能
の
充
実
強
化
等
を
図
る
1
更
生
保
護
事
業
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
時
の
法

令
一
六
八
○
号
（
二
〇
〇
二
）
二
九
頁
以
下
、
法
務
省
保
護
局
『
更
生
保
護
施
設
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
例
集
（
最
終
報

　
告
書
）
』
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
3
）
　
更
生
保
護
に
関
す
る
論
稿
に
は
、
差
し
当
た
り
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
朴
在
允
「
♀
司
耳
叫
更
生
保
護
制
度
潮
改
善
方

向
ー
保
護
観
察
制
度
潮
導
入
暑
促
求
研
頑
」
朴
唱
司
ズ
。
一
五
巻
三
号
（
一
九
七
四
）
八
三
ー
八
八
電
、
鄭
周
澤
「
出
所
者
潮
社
会
適

慮
州
唱
竜
研
究
」
立
法
調
査
月
報
二
二
八
立
（
一
九
八
四
）
一
五
－
二
五
電
、
金
秀
吉
「
♀
司
耳
叫
更
生
保
護
制
度
州
毛
尋
研
究
」
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剛
ス
丁
司
告
丑
智
（
朴
層
斗
叫
遍
）
二
〇
智
（
一
九
八
五
）
三
九
－
六
一
噂
、
ス
山
馨
司
「
摺
期
。
早
互
刈
三
州
垂
尋
朴
司
叫
零
望
ユ
ー
」
清

州
大
學
生
活
研
究
＝
∵
互
（
一
九
九
〇
）
三
五
－
五
九
電
、
鄭
鎭
連
「
更
生
保
護
州
垂
爺
研
究
－
全
文
改
正
宅
保
護
観
察
号
酬
垂
墾

法
律
告
中
心
・
至
」
矯
正
研
究
五
亙
（
一
九
九
五
）
一
九
三
－
二
二
六
望
、
金
秀
吉
「
更
生
保
護
事
業
潮
活
性
化
方
案
」
　
法
斗
政
策

　
（
濟
州
大
學
校
法
斗
政
策
研
究
所
）
二
堂
（
一
九
九
六
）
五
九
ー
七
八
屯
、
層
勾
唾
「
皿
淵
。
朴
司
等
囚
司
銀
d
刈
州
。
霜
。
早
互
刈
三
屠
暑

司
垂
墾
曽
子
」
潮
子
司
囲
囲
叫
論
文
集
一
八
杢
（
二
〇
〇
〇
）
三
二
一
⊥
二
五
〇
唄
、
宋
廣
墜
H
占
承
憲
　
「
更
生
保
護
制
度
潮
活
性

化
方
案
」
『
柚
一
堂
呉
宣
娃
教
授
定
年
記
念
論
文
集
－
韓
國
刑
事
法
學
潮
相
呈
・
τ
地
平
』
蛍
雪
出
版
社
（
二
〇
〇
一
）
五
八
九
ー
六
一

五
唱
、
洪
奉
銑
「
出
所
者
福
祉
増
進
叫
更
生
保
護
事
業
潮
活
性
化
方
案
」
矯
正
研
究
一
四
杢
（
二
〇
〇
二
）
一
四
三
ー
一
七
五
屯
。

（
4
）
　
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
に
よ
る
調
査
に
、
司
ズ
。
午
号
『
噌
期
。
早
互
斗
唱
潮
唱
胡
舛
凱
ゑ
。
糾
喝
蛙
』
量
号
翻
。
朴
層
塑
屯
辛
剖
（
一

九
九
〇
）
が
あ
り
、
ま
た
韓
国
更
生
保
護
公
団
の
幹
部
職
員
に
よ
る
内
部
調
査
と
し
て
、
叫
絹
♀
昇
。
期
。
早
互
刈
三
酬
唱
赴
電
子
』

　
（
二
〇
〇
二
）
が
あ
る
。

（
5
）
　
韓
国
の
更
生
保
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
保
護
局
（
太
田
典
子
）
『
諸
外
国
の
更
生
保
護
制
度
（
六
）
大
韓
民
国
の
更
生
保
護
』

　
（
二
〇
〇
四
）
二
九
－
一
二
七
頁
で
制
度
と
最
新
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
堀
内
國
宏
「
大
韓
民
国
」
『
ア
ジ
ア
の
刑
事
司

　
法
』
有
斐
閣
（
一
九
八
八
）
三
九
頁
以
下
、
西
川
克
行
「
韓
国
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
の
実
情
」
罪
と

罰
二
八
巻
三
号
（
一
九
九
一
）
五
五
頁
以
下
、
原
沢
和
茂
「
大
韓
民
国
と
の
交
流
」
更
生
保
護
四
九
巻
一
二
号
（
一
九
九
八
）
三
〇
頁
以

　
下
、
山
田
憲
児
「
韓
国
の
更
生
保
護
管
見
」
更
生
保
護
五
二
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
）
四
七
頁
以
下
に
も
言
及
が
あ
る
。
但
し
、
西
川
論
文

　
で
は
更
生
保
護
会
を
法
務
部
所
属
の
国
家
機
関
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
事
実
は
当
時
に
つ
い
て
も
な
い
。

（
6
）
　
日
本
の
更
生
保
護
事
業
を
巡
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
太
田
達
也
「
更
生
保
護
施
設
に
お
け
る
処
遇
機
能
強
化
の
課
題
と
展

　
望
」
犯
罪
と
非
行
二
一
三
号
（
二
〇
〇
二
）
三
九
頁
以
下
で
、
そ
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
7
）
　
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
『
司
法
保
護
事
業
に
就
て
』
（
一
九
二
五
）
七
頁
。

（
8
）
招
ズ
。
司
「
赴
号
刀
σ
霜
。
早
互
ヱ
。
駐
潮
豊
寿
翁
号
奨
叫
刈
刈
一
早
“
噌
畑
。
早
互
司
司
幸
早
司
竜
刈
祷
刈
」
碧
期
。
早
亙
二
二
杢
（
二

　
〇
〇
一
）
七
唱
。

（
9
）
　
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
）
二
頁
、
二
二
頁
。

（
1
0
）
　
権
仁
縞
『
行
刑
史
』
國
民
書
舘
（
一
九
七
三
）
四
二
三
頁
以
下
。
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25　24　23　22　21　20　19　18　17　16　15　14　13　12　11
）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）数
は
二
六
団
体
と
さ
れ
、

　
一
時
保
護
一
万
二
、

　
一
五
名
）

（
2
6
）

（
2
7
）総
督
府
法
務
局

（
2
8
）

　○

〇
一 朝

鮮
総
督
府
『
明
治
四
十
四
年
度
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
（
一
九
一
三
）
七
七
七
頁
。

朝
鮮
総
督
府
『
大
正
五
年
度
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
（
一
九
一
八
）
七
八
O
l
七
八
一
頁
。

朝
鮮
総
督
府
・
前
掲
注
（
12
）
七
八
六
－
七
八
七
頁
。

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
要
覧
』
（
一
九
二
五
と
二
七
頁
。

朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
と
五
－
一
六
頁
。

惹
層
司
・
墨
刈
（
8
）
八
屯
。

安
平
政
吉
『
刑
事
政
策
概
論
』
立
花
書
房
（
一
九
四
八
）
一
九
六
頁
。
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
）
一
頁
以
下
。

朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
）
四
－
六
頁
。

朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
と
O
ー
二
頁
。

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
二
二
年
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
（
一
九
四
〇
）
四
二
八
ー
四
二
九
頁
。

朝
鮮
総
督
府
法
務
局
行
刑
課
・
前
掲
注
（
7
と
二
－
二
二
頁
。

高
橋
猛
編
『
昭
和
一
七
年
度
朝
鮮
年
鑑
』
京
城
日
報
社
（
一
九
四
二
）
四
八
七
頁
。

高
橋
猛
編
・
前
掲
注
（
2
2
）
四
七
五
－
四
七
六
頁
。

噌
層
司
・
石
刈
（
8
）
八
電
。

朝
鮮
総
督
府
『
昭
和
一
七
年
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
（
一
九
四
四
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
二
年
末
の
「
釈
放
者
保
護
事
業
団
体
」

　
　
　
　
　
　
　
　
保
護
人
員
は
、
一
九
四
一
年
が
一
万
六
、
一
四
三
名
（
内
、
収
容
保
護
七
九
九
名
、
観
察
保
護
二
、
九
三
九
名
、

　
　
　
　
　
　
四
〇
五
名
）
、
一
九
四
二
年
が
九
、
八
二
五
名
（
収
容
保
護
八
八
六
名
、
観
察
保
護
三
二
四
名
、
一
時
保
護
八
、
六

　
　
と
な
っ
て
い
る
。

召
層
司
・
墨
翔
（
8
）
二
電
。

朝
鮮
司
法
保
護
規
則
第
四
十
六
條
及
第
五
十
五
條
ノ
通
知
二
關
ス
ル
件
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
二
十
六
日
法
務
局
長
通
牒
）
。
朝
鮮

　
　
　
　
『
朝
鮮
司
法
保
護
事
業
關
係
法
規
（
其
ノ
一
）
』
（
一
九
四
三
）
四
八
－
五
二
頁
。

刀ロ

対O

司
¶
「
凶
勉
子
－
湘
つ
浦
。
且
－
亙
号
誹
U
d
『
部
3
升
馴
且
己
墨
く
酔
昌
研
矧
叩
二
日
丁
“
刀
つ
浦
。
旦
亙
司
「
d
－
孟
で
日
丁
司
司
霜
「
淋
”
ズ
」
」
　
パ
り
霜
。
旦
立
一
＝
二
立
　
（
一
一

　
）
五
電
。

31



法学研究77巻6号（2004：6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

34　33　32　31　30　29
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

相
当
）
、

次
長
検
事
が
兼
務
し
て
い
た
が
、

（
35
）
　
朴
在
允
・
前
掲
注
（
3
）
八
五
電
。

（
3
6
）
　
金
秀
吉
（
一
九
八
五
）
・
電
刈
（
3
）
四
五
里
、
李
武
雄
『
保
護
観
察
制
度
論
』
豊
南
（
一
九
九
一
）
二
二
七
屯
は
、
一
九
六
三
年
の

更
生
保
護
法
改
正
に
よ
り
更
生
保
護
制
度
が
国
家
的
次
元
で
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
楊
寅
鶴

　
「
韓
國
更
生
保
護
制
度
潮
問
題
貼
司
斗
奄
考
察
」
漢
陽
大
學
校
論
文
集
八
集
（
一
九
七
四
）
≡
一
二
電
の
見
解
に
基
づ
く
。

（
3
7
）
　
一
九
八
一
年
一
月
二
七
日
に
訓
令
「
保
護
観
察
試
験
実
施
指
針
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
鄭
周
泳
『
保
護
観
察
法
論
』
　
海
洋
文
化

（
3
8
）
　
法
務
研
修
院
『
犯
罪
白
書
一
九
八
四
』
（
一
九
八
四
）
二
〇
六
－
二
〇
八
唱
、
李
泰
彦
「
保
護
観
察
制
度
研
究
」
釜
北
外
大
社
會
科

　
學
論
叢
三
輯
（
一
九
八
七
）
一
六
〇
1
一
六
三
電
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

43　42　41　40　39
）　　　）　　　）　　　）　　　）

唱
・
丁
早
『
噌
・
丁
囲
刈
赴
7
1
四
二
九
〇
』
（
一
九
五
八
）
六
二
ー
六
九
屯
。

噌
層
司
・
萢
刈
（
2
8
）
一
〇
電
に
一
九
五
四
年
と
一
九
五
七
年
の
司
法
保
護
会
の
活
動
統
計
が
あ
る
。

噌
層
司
・
唱
刈
（
2
8
）
五
唱
。

量
号
パ
。
矧
。
早
互
号
牡
”
屯
司
、
耳
8
“
＼
＼
類
妻
≦
．
日
o
一
轟
。
自
。
ξ
注
一
ω
8
曙
＼
霞
一
。
浮
ヨ
　
（
二
〇
〇
一
一
一
年
一
月
二
七
日
）
。

噌
ズ
・
司
・
電
刈
（
2
8
）
五
－
六
電
。

4
層
司
・
電
刈
（
2
8
）
六
屯
。
こ
の
中
央
更
生
保
護
指
導
会
の
設
置
以
前
に
も
、
法
務
部
長
官
の
監
督
下
に
中
央
司
法
保
護
会
な
る
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
当
時
の
更
生
保
護
会
の
理
事
も
地
方
検
察
庁
検
事
長
（
日
本
の
検
事
正
に

　
地
方
裁
判
所
所
長
、
道
知
事
（
又
は
ソ
ウ
ル
特
別
市
長
）
、
刑
務
所
長
な
ど
が
兼
務
し
、
ま
た
更
生
保
護
所
長
も
地
方
検
察
庁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
更
生
保
護
団
体
の
役
員
に
官
職
が
就
く
例
は
、
司
法
保
護
事
業
令
時
代
の
司
法
保
護
会
や
司

金
秀
吉
（
一
九
八
五
）
・
石
刈
（
3
）
五
一

法
務
研
修
院
・
道
刈
（
3
8
）
二
〇
八
屯
。

法
務
研
修
院
『
犯
罪
白
書
一
九
八
五
』

噌
ズ
。
司
・
石
刈
（
2
8
）
一
〇
ー
一
一
電
。

法
務
研
修
院
『
犯
罪
白
書
一
九
九
〇
』

ー
五
三
唱
。

（
一
九
八
五
）
一
八
五
電
。

（
一
九
九
〇
）
二
八
O
唱
。
し
か
し
当
時
の
更
生
保
護
委
員
は
、
本
来
の
業
務
遂
行
能
力
よ

32

法
保
護
委
員
会
か
ら
既
に
見
ら
れ
る
。

社
（
二
〇
〇
〇
）
二
↓
四
－
二
二
二
電
。



韓国における更生保護事業の特色と刑事政策的意義←）

　
り
知
名
度
を
基
準
と
し
て
選
考
・
委
嘱
し
て
い
た
た
め
、
委
員
が
公
務
員
や
事
業
家
に
集
中
し
、
そ
の
結
果
、
対
象
者
の
精
神
的
教
化
よ

　
り
、
職
業
輔
導
や
経
済
的
扶
助
な
ど
の
物
理
的
支
援
に
依
存
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
金
秀
吉
（
一
九
八
五
）
・
墨

別
（
3
）
六
二
里
、
李
泰
彦
・
週
州
（
3
8
）
一
八
三
唱
。

（
4
4
）
　
法
務
研
修
院
・
唱
刈
（
4
3
）
二
七
六
電
。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
一
九
八
九
年
末
の
段
階
で
、
更
生
保
護
委
員
は
一
万
七
三
〇
名
が
委
嘱

　
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
保
護
委
員
に
つ
い
て
は
、
李
武
雄
・
萢
刈
（
3
6
）
一
六
二
ー
一
六
六
電
に
詳
し
い
。

（
4
5
）
　
更
生
保
護
会
の
記
録
に
拠
る
限
り
、
観
察
保
護
は
保
護
観
察
法
施
行
後
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
護
観
察
制
度
の
施
行
に
よ

　
り
観
察
保
護
の
実
効
性
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
上
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
鄭
鎭
連
・
石
刻
（
3
と

九
六
、
二
二
三
屯
。
し
か
し
、
鄭
鎭
連
教
授
は
更
生
保
護
対
象
者
に
対
す
る
指
導
監
督
の
観
点
か
ら
観
察
保
護
制
度
を
復
活
さ
せ
る
べ
き

　
で
あ
る
と
す
る
。

（
4
6
）
　
法
務
省
保
護
局
（
太
田
典
子
Y
前
掲
注
（
5
）
二
五
ー
二
六
頁
。
な
お
、
少
年
善
導
保
護
と
は
、
犯
罪
予
防
自
願
奉
仕
委
員
に
よ
る

指
導
監
督
に
付
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
犯
罪
少
年
を
起
訴
猶
予
処
分
に
す
る
制
度
で
、
一
九
八
一
年
の
法
務
部
訓
令
に
基
づ
く
。
保
護
観

察
等
に
関
す
る
法
律
制
定
以
前
は
、
少
年
善
導
委
員
と
呼
ば
れ
る
民
間
篤
志
家
が
担
当
し
て
い
た
が
、
同
法
制
定
を
契
機
に
犯
罪
予
防
自

願
奉
仕
委
員
に
統
合
さ
れ
た
。

（
4
7
）
　
同
法
は
、
一
九
九
六
年
末
に
成
立
し
た
行
政
手
続
法
と
の
関
連
で
一
九
九
七
年
に
一
部
改
正
が
（
一
九
九
七
年
一
二
月
二
二
日
法
律

第
五
四
五
三
号
）
、
ま
た
検
察
庁
の
組
織
改
革
関
連
で
の
改
正
が
二
〇
〇
四
年
一
月
に
行
わ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
法
律

第
七
〇
七
八
号
）
。

（
4
8
）
　
刑
の
性
質
上
、
死
刑
確
定
者
は
更
生
保
護
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
が
、
恩
赦
－
韓
国
で
は
赦
免
i
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
は
更

生
保
護
の
対
象
と
な
り
得
る
余
地
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
4
9
）
　
召
層
司
「
尋
号
摺
謂
。
早
互
号
駐
釧
豊
叫
智
暑
奨
可
刈
剛
三
早
“
噌
期
。
早
亙
司
q
幸
与
司
電
刈
叫
囚
」
　
碧
碧
旦
堂
二
四
亙
（
二

　
〇
〇
一
）
　
一
二
屯
。

（
5
0
）
　
我
が
国
の
応
急
の
救
護
は
第
一
、
二
、
三
号
観
察
対
象
者
に
対
す
る
措
置
で
、
援
護
が
四
号
観
察
対
象
者
に
対
す
る
措
置
で
あ
る
の

　
に
対
し
、
韓
国
の
援
護
と
応
急
救
護
は
要
保
護
性
の
内
容
と
緊
急
性
の
程
度
に
よ
る
区
分
で
あ
り
（
応
急
救
護
は
傷
病
の
場
合
が
多
い
）
、

両
国
の
各
制
度
が
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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（
51
）
　
韓
国
の
場
合
、
矯
導
所
か
ら
の
仮
釈
放
対
象
者
は
、
仮
釈
放
期
間
中
、
原
則
と
し
て
保
護
観
察
に
付
さ
れ
る
が
、
仮
釈
放
の
審
査
を

行
う
仮
釈
放
審
査
委
員
会
と
は
別
の
保
護
観
察
審
査
委
員
会
が
保
護
観
察
要
否
審
査
を
通
じ
て
保
護
観
察
が
必
要
な
い
と
思
料
す
る
と
き

　
は
保
護
観
察
に
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
残
刑
期
問
が
三
月
未
満
の
者
や
抗
命
罪
（
軍
の
命
令
違
反
）
有
罪
者
な
ど
を
中
心
に
仮
釈
放

　
対
象
者
の
七
割
近
く
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
な
い
。
法
務
省
保
護
局
（
太
田
典
子
）
・
前
掲
注
（
5
）
八
九
－
一
〇
〇
頁
。

（
52
）
　
召
ズ
・
司
・
君
刈
（
4
9
）
］
一
電
。

（
5
3
）
　
惹
層
司
・
石
刈
（
4
9
）
一
三
電
。

（
54
）
　
ガ
・
囲
。
司
・
も
州
（
2
8
）
八
電
。

（
5
5
）
　
法
務
研
修
院
『
犯
罪
白
書
二
〇
〇
三
』
（
二
〇
〇
三
）
二
六
四
電
。
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